
在宅歯科医療にかかわる診療報酬　

　 および介護報酬の請求について





歯科訪問診療の保険請求

同一建物に居住する患者数 １ 人のみ

２ ～３ 人

４ ～９ 人 1 0 ～ 1 9人 2 0人以上同一患家

１ 人目※2
それ以外

歯科訪問診療の区分※1 歯訪１ 歯訪２ 歯訪３ 歯訪４ 歯訪５

患者一人につき

要し た時間

2 0分以上
1 ,1 0 0点

4 1 0点 3 1 0点 1 6 0点 9 5点

2 0分未満 2 8 7点 2 1 7点 9 6点 5 7点

歯科診療特別対応加算１ ＋1 7 5点

歯科診療特別対応加算２ ＋2 5 0点

歯科診療特別対応加算３ ＋5 0 0点

地域医療連携体制加算※3 ＋3 0 0点

注1 5の施設基準を満たさ ないも の

または、 特別な関係の場合

初診時　 2 6 7点（ 初診料の注１ の施設基準のない場合　 2 5 7点）

再診時　  5 8点（ 初診料の注１ の施設基準のない場合　  4 8点）

診療時間に応じ た加算
＋1 0 0点

（ 診療時間が１ 時間を超え、 3 0分またはその端数を増すごと ）

緊急歯科訪問診療加算 ＋4 2 5点 ＋1 5 9点 ＋1 2 0点 ＋6 0点 ＋3 6点

夜間歯科訪問診療加算 ＋8 5 0点 ＋3 1 7点 ＋2 4 0点 ＋1 2 1点 ＋7 2点

深夜歯科訪問診療加算 ＋1 ,7 0 0点 ＋6 3 6点 ＋4 8 1点 ＋2 4 9点 ＋1 4 8点

在宅歯科医療推進加算※4 ＋1 0 0点 なし

歯科訪問診療

移行加算※5

小児口腔機能管理料の注３ ＋1 5 0点
なし

それ以外 ＋1 0 0点

歯科訪問診療

補助加算※6

歯援診１

歯援診２

小児口腔機能管理料の注３

在宅療養支援歯科病院

＋1 1 5点 ＋5 0点

それ以外 ＋9 0点 ＋3 0点

通信画像情報

活用加算※7

歯援診１

歯援診２

小児口腔機能管理料の注３

在宅療養支援歯科病院

＋3 0点 なし

それ以外 なし

在宅医療D X情報活用加算※8 ＋８ 点

訪問歯科衛生指導料※9

（ 患者一人につき 月４ 回に限り ）

（ 緩和ケアを実施し た患者は、 月８ 回に限り ）

単一建物診療患者

１ 人 3 6 2点

２ ～９ 人 3 2 6点

1 0人以上 2 9 5点

複数名訪問歯科衛生指導加算※1 0 ＋1 5 0点
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歯科診療所の種別
在宅療養支援

歯科診療所１

在宅療養支援

歯科診療所２

在宅療養支援

歯科病院

その他の

歯科診療所

歯科疾患在宅療養管理料

（ 月１ 回に限り ） ※1 1

3 4 0点 2 3 0点 3 4 0点 2 0 0点

文書提供加算　 　 　 　 　 　 　 　  ＋1 0点 　 　 　

在宅総合医療管理加算　 　 　 　  ＋5 0点　 ※12

在宅歯科医療連携加算１ 　 　 　 ＋1 0 0点　 ※13

在宅歯科医療連携加算２ 　 　 　 ＋1 0 0点　 ※14

在宅歯科医療情報連携加算　 　 ＋1 0 0点　 ※15

在宅患者歯科治療時医療管理料

（ １ 日につき ） ※16
4 5点

在宅患者訪問口腔

リ ハビリ テーショ ン指導管理料

（ 月４ 回に限り ） ※17

（ １ ） 1 0歯未満　 　 　 　 　 　 4 0 0点

（ ２ ） 1 0歯以上2 0歯未満　 　 5 0 0点

（ ３ ） 2 0歯以上　 　 　 　 　 　 6 0 0点

＋1 4 0点 ＋8 0点 ＋1 4 5点

口腔管理体制強化加算　 　 　 　  ＋7 5点　 ※18

在宅歯科医療連携加算１ 　 　 　 ＋1 0 0点　 ※13

在宅歯科医療連携加算２ 　 　 　 ＋1 0 0点　 ※14

在宅歯科医療情報連携加算　 　 ＋1 0 0点　 ※15

小児在宅患者訪問口腔

リ ハビリ テーショ ン指導管理料

（ 月４ 回に限り ） ※19

6 0 0点

＋1 4 0点 ＋8 0点 ＋1 4 5点

口腔管理体制強化加算　 　 　 　 　  ＋7 5点　 ※1 8

小児在宅歯科医療連携加算１ 　 　 ＋1 0 0点　 ※2 0

小児在宅歯科医療連携加算２ 　 　 ＋1 0 0点　 ※2 1

在宅歯科医療情報連携加算　 　 　 ＋1 0 0点　 ※1 5

在宅歯科栄養サポート チーム等

連携指導料１ （ 月１ 回に限り ）
1 0 0点　（ 他の保険医療機関に入院中の患者） ※2 2　 　

在宅歯科栄養サポート チーム等

連携指導料２ （ 月１ 回に限り ）
1 0 0点　（ 介護保険施設等に入所し ている患者） ※23

在宅歯科栄養サポート チーム等

連携指導料３ （ 月１ 回に限り ）
1 0 0点　（ 障害児入所施設等に入所し ている患者） ※2 4

救急搬送診療料※25

1 ,3 0 0点

長時間加算　 　 　 　 ＋7 0 0点

重症患者搬送加算　 ＋1 ,8 0 0点

※ 1 ～ 2 5 の解説は３ ページ～８ ページを参照
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※１ ・ 歯科訪問診療料（ 歯訪１ ～５ ） は、 在宅等において療養を行っ ている患者であっ て 、 通院が

困難なも のに対し て、 当該患者が居住する建物の屋内において、 同一日に歯科訪問診療を行っ

た同一建物居住者の人数の各区分により 算定し ます。 歯科訪問診療料を算定する場合は、 当該

初診期間における第１ 回目の歯科訪問診療の際に、 当該患者の病状に基づいた訪問診療の計画

を定めると と も に、 その計画の要点を診療録に記載し ます。

・ 歯科訪問診療料を算定する場合は、 開始する月の前月までに歯科訪問診療料の「 注1 5」 に規

定する基準（ 直近１ か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供し た患者のう ち 、 歯科訪問

診療を提供し た患者数の割合が９ 割５ 分未満の保険医療機関であるこ と ） を満たす旨の届出が

必要で（ 在宅療養支援歯科診療所１ 又は２ の届出を行っ ている場合以外）、 届出を行わない場合

は、 歯科訪問診療料は算定でき ません。 こ の場合、 初診料、 再診料に相当する点数で算定し 、

初診料の注１ に規定する施設基準のない場合は、 さ ら にそれぞれ1 0点を減算し ます。

・ 開設者が同一等、 特別の関係にある施設等に訪問し た場合は、 初診料、 再診料に相当する点

数により 算定し 、 初診料の注１ に規定する施設基準のない場合は、 さ ら にそれぞれ1 0点を減算

し ます。

・ 歯科訪問診療２ 又は３ を算定する場合において、 治療中に患者の容体が急変し 、 医師の診療

を要する場合等やむを 得ず治療を中止し た場合は2 0分未満であっ ても 所定点数で算定し ます。

なお、 必要があっ て救急搬送を行っ た場合には、 救急搬送診療料を、 算定し ます。

※２ ・ 同居する同一世帯の複数の患者（ ２ 人以上３ 人以下） を同一患家にて診療し た場合には、 １

人は、 歯科訪問診療１ を算定し 、 それ以外の患者については歯科訪問診療２ を算定し ます。 ま

た、 歯科訪問診療補助加算の要件を満たす場合においても 、 歯科訪問診療１ を算定し た患者に

ついては、 同一建物居住者以外の場合により 算定し 、 歯科訪問診療２ を 算定し た患者について

は、 同一建物居住者の場合により 、 算定し ます。

※３ ・ 地域医療連携体制加算は、 時間外、 休日又は深夜における緊急時の診療体制を 確保する必要

を 認め、 連携保険医療機関へ患者に係る歯科診療に必要な情報を 文書等により 提供し た場合に

算定し ます。 診療情報提供に係る費用は、 別に算定でき ません。

※４ ・ 在宅歯科医療推進加算（ 在推進） の施設基準に適合し た保険医療機関において、 在宅療養患

者に対し て歯科訪問診療を実施し た場合は、 1 0 0点を歯科訪問診療１ に加算し ます。

※５ ・ 歯科訪問診療移行加算（ 訪移行） は、 外来（ 歯科診療を行う も のに限る） を 受診し ていた患

者であっ て在宅等において療養を 行っ ているも のに対し て、 歯科訪問診療１ を算定し た場合に

（ その都度） 算定し ます（ 訪問診療のために外来で受診し たも のは不可）。 ただし 、 外来を最後

に受診し た日（ 初診料または再診料を 算定し た日） から 起算し て３ 年以内に歯科訪問診療を実

施し た場合に限り ます。 こ の場合において在宅歯科医療推進加算は算定でき ません。

※６ ・ 歯科訪問診療補助加算（ 訪補助） は、 歯科訪問診療を 実施する保険医療機関の歯科衛生士が

歯科医師と 同行の上、 歯科訪問診療の補助を 行っ た場合に算定し ます。 なお、 当該加算を算

定し た場合は、 診療録に診療の補助を行っ た歯科衛生士の氏名を記載し ます。

※７ ・ 通信画像情報活用加算（ ICT加算） は、 訪問歯科衛生指導料（ 訪衛指） を 算定する 日におい
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て、 歯科衛生士等がリ アルタ イ ムで口腔内の画像を撮影でき る装置を用いて 、 患者の口腔内の

状態を撮影し 、 歯科医師がリ アルタ イ ムで口腔内ビデオ画像により 患者の口腔内を 観察し 、 得

ら れた情報を 次回の歯科訪問診療に活用し た場合に算定し ます。 その場合患者の観察の内容、

観察を行っ た日等の要点を診療録に記載し ます。

※８ ・ 在宅医療D X情報活用加算（ 在D X） は、 電子資格確認等により 得ら れた患者の診療情報や薬

剤情報等を踏まえて計画的な歯科医学的管理の下に、 訪問し て診療を行っ た場合に、 月１ 回に

限り 算定し ます。

※９ ・ 訪問歯科衛生指導料（ 訪衛指） は、 同一初診期間中に歯科訪問診療料を 算定し た単一建物診

患者又はその家族等に対し て、 歯科訪問診療料を算定し た日から 起算し て １ 月以内（ 歯科訪問

診療を 行う 歯科医師が状態が安定し ていると 判断し た場合は２ 月以内） において、 当該患者に

係る歯科訪問診療を行っ た歯科医師の指示を受けた歯科衛生士等が実地指導を 2 0分以上行っ た

場合に、 患者１ 人につき 月４ 回に限り 算定し 、 指導内容を文書提供し ます。 ただし 、 緩和ケア

を実施する患者に対し て、 療養上必要な実地指導を行っ た場合には、 月８ 日に限り 算定し ます。

・ 居宅および居住施設では、要介護（ 要支援） 認定者への訪問歯科衛生指導料は算定できません。

・ 訪問歯科衛生指導料は、 単一建物診療患者の人数に従い算定し ます。 単一建物診療患者の人

数と は当該患者が居住する建築物に居住する者のう ち歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指

導を 行っ ている者の人数をいいます。 なお、 ユニッ ト 数が３ 以下の認知症対応型共同生活介護

事業所についてはそれぞれのユニッ ト において 、 病院についてはそれぞれの病棟（ 病院である

保険医療機関の各病棟における看護体制の１ 単位をも っ て病棟と いいます） において、 訪衛指

を算定する人数を単一建物診療患者の人数と みなし ます。 また、 １ つの患家に訪衛指の対象と

なる同居する同一世帯の患者が２ 人以上いる場合は、 患者ごと に「 単一建物診療患者が１ 人の

場合」 を算定し ます。 また、 当該建築物において訪衛指を 行う 人数が当該建築物の戸数の1 0％

以下の場合又は当該建築物の戸数が2 0戸未満であっ て訪問歯科衛生指導を行う 患者が２ 人以下

の場合には、 それぞれ「 単一建物診療患者が１ 人の場合」 を算定し ます。

※1 0・ 訪問歯科衛生指導が困難な者等に対し て、 当該保険医療機関の他の歯科衛生士等と 同時に訪

問歯科衛生指導を行っ た場合には、 複数名訪問歯科衛生指導加算と し て、 1 5 0点を所定点数に加

算し ます。 困難な者と は、 次に掲げる状態またはこ れら に準ずる状態をいいます。

イ 　 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く 体幹の安定が得ら れない状態

ロ　 知的発達障害等により 開口保持ができ ない状態や療養上必要な実地指導の目的が理解でき

ず治療に協力が得ら れない状態

ハ　 重症の呼吸器疾患等で頻繁に実地指導の中断が必要な状態

ニ　 日常生活に支障を 来たすよう な症状・ 行動や意志疎通の困難さ が頻繁に見ら れ実地指導に

際し て家族等の援助を必要と する状態

ホ　 人工呼吸器を 使用し ている状態又は気管切開等を行っ ており 実地指導に際し て管理が必要

な状態

へ　 強度行動障害の状態であっ て、 日常生活に支障を来すよう な症状・ 行動が頻繁に見ら れ、
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実地指導に協力が得ら れない状態

ト 　 暴力行為、 著し い迷惑行為、 器物破損行為等が認めら れる者

チ　 利用者の身体的理由により １ 人の歯科衛生士等による実地指導が困難と 認めら れる者

リ 　 その他利用者の状況等から 判断し て、 イ から チまでのいずれかに準ずると 認めら れる者

※1 1・ 歯科疾患在宅療養管理料（ 歯在管） は、 歯科訪問診療料を算定し た患者であっ て通院困難な

患者の歯科疾患の継続的な管理を評価するも ので、 歯科疾患の状況及び当該患者の口腔機能の

評価結果等を 踏まえた管理計画の内容について説明し た場合に算定し ます。 また、 管理計画に

基づき 、 当該患者に対し 、 歯科疾患の管理及び口腔機能に係る内容を文書により 提供し た場合

は、文書提供加算を算定し ます。 また、介護保険の居宅療養管理指導費（ 歯科医師が行う 場合）

を 算定し 、 継続的な歯科疾患の管理内容を含む管理計画を策定し ている場合は歯科疾患在宅療

養管理料を 算定し たも のと みなし 、 診療録に必要な事項等の記載又は管理計画の写し を添付し

ます。 その場合、 文書提供加算、 在宅総合医療管理加算、 在宅歯科医療連携加算１ 、 在宅歯科

医療連携加算２ 、 在宅歯科医療情報連携加算は算定でき ません。

※1 2・ 在宅総合医療管理加算（ 在歯総医） は、 糖尿病の患者、 骨吸収抑制薬投与中の患者、 感染性

心内膜炎のハイ リ スク 患者、 関節リ ウマチの患者、 血液凝固阻止剤若し く は抗血小板剤投与中

の患者、 神経難病の患者、 HIV感染症の患者又は歯科診療特別対応加算に規定する 感染症の患

者若し く は当該感染症を疑う 患者であっ て、 別の医科の保険医療機関の当該疾患の担当医から

歯科治療を行う に当たり 、 診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により 患者の全身状態

や服薬状況等についての必要な診療情報の提供を受け、 適切な総合医療管理を実施し た場合に

算定し ます。

※1 3・ 在宅歯科医療連携加算１ （ 在歯連１ ） は、 他の保険医療機関を 退院し た患者に対し て、 当該

他の保険医療機関の歯科医師から の退院時の患者に関する文書等による情報提供に基づいて、

患者等の同意を得た上で、 歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更し 、 患者等に対

し てその内容について説明し た場合に、 当該管理計画の作成又は変更時において、 １ 回に限り

算定し ます。

※1 4・ 在宅歯科医療連携加算２ （ 在歯連２ ） は、 他の保険医療機関を退院し た患者若し く は介護保

険施設等に入所し ている患者又は訪問介護若し く は訪問看護等の利用者であっ て、 継続的な歯

科疾患の管理が必要な患者に対し て、 当該他の保険医療機関の医師、 看護師等又は介護保険施

設等の介護支援専門員等から の文書等による情報提供に基づいて 、 患者等の同意を得た上で、

歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更し 、 患者等に対し てその内容について説明

し た場合に、 当該管理計画の作成又は変更時において、 １ 回に限り 算定し ます。 なお、 退院後

の管理に係る管理計画を入院中に作成する場合にあっ ては、 入院中の患者について算定し て差

し 支えあり ません。

※1 5・ 在宅歯科医療情報連携加算（ 歯情連） は、 在宅での療養を行っ ている患者に対し 、 歯科訪問

診療を行っ ている保険医療機関の歯科医師が、 連携する他の保険医療機関等に所属する患者の

医療・ ケアに関わる医療関係職種及び介護関係職種等により ICTを用いて記録さ れた情報を取得
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及び活用し 、 計画的な医学管理を行っ た場合に算定でき ます。 なお、 算定に当たっ ては以下の

要件をいずれも 満たす必要があるこ と 。

イ 　 以下について、 患者から の同意を得ているこ と 。

イ 　 当該保険医療機関の歯科医師が、 医療関係職種等により ICTを用いて記録さ れた患者の医

療・ ケアに関わる情報を取得及び活用し た上で、 計画的な医学管理を行う こ と 。

ロ　 歯科医師が診療を行っ た際の診療情報等について ICTを用いて記録し 、 医療関係職種等に

共有するこ と 。

ロ　 歯科訪問診療を行っ た日に当該保険医療機関の職員が、 次回の歯科訪問診療の予定日及び

当該患者の治療方針の変更の有無について、 ICTを用いて医療関係職種等に共有できるよう に

記録するこ と 。 また、 当該患者の治療方針に変更があっ た場合には、 歯科医師がその変更の

概要について同様に記録するこ と 。

ハ　 歯科訪問診療を行っ た日に歯科医師が、 患者の医療・ ケアを行う 際の留意点を医療関係職

種等に共有するこ と が必要と 判断し た場合において、 当該留意点を ICTを用いて医療関係職種

等に共有できるよう に記録するこ と 。

ニ　 当該保険医療機関の患者の医療・ ケアに関わる者が、 患者の人生の最終段階における医療・

ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望を 患者又はその家族等から 取得し た場合

に、 患者又はその家族等の同意を得た上で ICTを用いて医療関係職種等に共有できるよう に記

録するこ と 。 なお、 医療関係職種等が当該情報を 取得し た場合も 同様に記録するこ と を促す

よう 努めるこ と 。

ホ　 歯科訪問診療を行う 場合に、 過去9 0日以内に記録さ れた患者の医療・ ケアに関する情報を

ICTを用いて取得し た数が１ つ以上であるこ と 。 なお、 当該情報は当該保険医療機関において

常に確認でき る状態であるこ と 。

ヘ　 医療関係職種等から 患者の医療・ ケアを行う に当たっ ての助言の求めがあっ た場合は、 適

切に対応するこ と 。

※1 6・ 在宅患者歯科治療時医療管理料（ 在歯管） は、 歯科訪問診療料を算定し た日において高血圧

性疾患、 虚血性心疾患、 不整脈、 心不全、 脳血管障害、 喘息、 慢性気管支炎、 糖尿病、 甲状腺

機能低下症、 甲状腺機能亢進症、 副腎皮質機能不全、 てんかん若し く は慢性腎臓病（ 腎代替療

法を行う 患者に限る） の患者、 人工呼吸器を装着し ている患者又は在宅酸素療法を行っ ている

患者若し く は歯科診療特別対応加算に規定する感染症の患者に対し て 、 歯科治療時（ 処置（ 外

科後処置、 創傷処置、 歯周疾患処置及び歯周基本治療処置を除く ）、 手術又は歯冠修復及び欠損

補綴（ 歯冠形成、 充形、 修形、 支台築造、 支台築造印象、 印象採得（ 全身麻酔下で行う も のを

除く ） に限る）） における血圧、 脈拍、 経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し 、 必要な医療

管理を行っ た場合に算定し ます。

※1 7・ 在宅患者訪問口腔リ ハビリ テーショ ン指導管理料（ 訪問口腔リ ハ） は、 歯科訪問診療料を算

定し た患者であっ て、 摂食機能障害（ イ ： 発達遅滞、 顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患

等による後遺症によるも の　 ロ： 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によっ て他覚的に嚥下機
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能の低下が確認でき るも のであっ て、 医学的に摂食機能療法の有効性が期待でき るも の） 又は

口腔機能低下症を 有し 継続的な歯科疾患の管理が必要な者に対し て、 口腔機能評価に基づく 管

理計画を作成し 2 0分以上必要な指導管理を歯科医師が行っ た場合に月４ 回に限り 算定し ます。

・ 在宅患者訪問口腔リ ハビリ テーショ ン指導管理料を算定し た日以降に実施し た歯周病検査、

歯周病部分的再評価検査、 口腔細菌定量検査、 歯周病安定期治療、 歯周病重症化予防治療、 在

宅等療養患者専門的口腔衛生処置、 機械的歯面清掃処置、 口腔バイ オフ ィ ルム除去処置及び摂

食機能療法は、 別に算定でき ません。

・ 在宅患者訪問口腔リ ハビリ テーショ ン指導管理料を算定し た月は、 歯科疾患管理料、 口腔機

能管理料、 歯科特定疾患療養管理料、 歯科疾患在宅療養管理料及び小児在宅患者訪問口腔リ ハ

ビリ テーショ ン指導管理料は別に算定でき ません。

・ 当該管理は、 その開始に当たっ て、 全身の状態（ 基礎疾患の有無、 服薬状況、 肺炎の既往等）、

口腔の状態（ 口腔衛生状態、 口腔粘膜の状態、 口腔乾燥の有無、 歯科疾患、 有床義歯の状況、

咬合状態等）、 口腔機能（ 咀嚼の状態、 摂食・ 嚥下の状況及び構音の状況、 食形態等） 等のう ち

患者の状態に応じ た口腔管理に当たっ て必要な評価及び歯周病検査（ 無歯顎者を除く 。） を行い

ます。

・ 歯の喪失や加齢、 こ れら 以外の全身的な疾患等により 口腔機能の低下を 認める在宅等療養患

者（ 口腔衛生状態不良、 口腔乾燥、 咀嚼機能低下、 舌口唇運動機能低下、 咬合力低下、 低舌圧

又は嚥下機能低下の７ 項目のう ち３ 項目以上が該当する患者） に対し て、 口腔機能の回復又は

維持・ 向上を目的と し て医学管理を行う 場合は当該管理料を算定し ます。 なお、 こ の場合にお

いて、 口腔細菌定量検査、 咀嚼能力検査、 咬合圧検査又は舌圧検査を別に算定でき ます。

※1 8・ 口腔管理体制強化加算は、 小児口腔機能管理料に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準

の届出を行っ ている保険医療機関において、 当該指導管理を 行っ た場合は、 口腔管理体制強化

加算を算定し ます。

※1 9・ 小児在宅患者訪問口腔リ ハビリ テーショ ン指導管理料（ 小訪問口腔リ ハ） は、 1 8歳未満の在

宅等において療養を行っ ている通院困難な患者又は1 8歳未満で当該管理料を算定し 、 1 8歳以降

においても 継続的な管理が必要な患者であっ て 、 口腔機能の発達不全を認めるも の、 口腔疾患

又は摂食機能障害を有するも のに対し て、 口腔衛生状態の改善、 口腔機能の向上及び口腔疾患

の重症化予防を目的と し て、 当該患者の全身の状態、 口腔内の状態及び口腔機能の状態等の評

価をも と に作成し た管理計画に基づき、 口腔内清掃及び患者等に対する実地指導等を 主体と し

た口腔管理又は摂食機能障害に対する訓練を含む指導管理等を歯科医師が１ 回につき 2 0分以上

実施し た場合に月４ 回に限り 算定し ます。 当該指導管理料は、 患者又はその家族等の同意を得

た上で、 こ れら の者に対し て、 歯科疾患の状況及び当該患者の口腔機能の評価結果等を踏まえ

た管理計画の内容について説明し た場合に算定し ます。

※2 0・ 小児在宅歯科医療連携加算１ （ 小在歯連１ ） は、 他の保険医療機関を退院し た患者に対し て、

当該他の保険医療機関の歯科医師から の退院時の患者に関する文書等による情報提供に基づい

て、 患者等の同意を得た上で、 歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更し 、 患者等
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に対し てその内容について説明し た場合に、 当該管理計画の作成又は変更時において、 １ 回に

限り 算定し ます。

※2 1・ 小児在宅歯科医療連携加算２ （ 小在歯連２ ） は、 他の保険医療機関を退院し た患者又は障害

児入所施設等に入所し ている患者であっ て、 継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し て 、

当該他の保険医療機関の医師、 看護師等又は障害児入所施設等の相談支援専門員等から の文書

等による情報提供に基づいて、 患者等の同意を 得た上で、 歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画

を作成又は変更し 、 患者等に対し てその内容について説明し た場合に、 当該管理計画の作成又

は変更時において、 １ 回に限り 算定し ます。 なお、 退院後の管理に係る管理計画を 入院中に作

成する場合にあっ ては、 入院中の患者について算定し て差し 支えあり ません。

※2 2・ 在宅歯科栄養サポート チーム等連携指導料１ （ N ST１ ） は、 当該保険医療機関の歯科医師が、

他の保険医療機関に入院し ている患者であっ て 、 歯科疾患在宅療養管理料、 在宅患者訪問口腔

リ ハビリ テーショ ン指導管理料又小児在宅患者訪問口腔リ ハビリ テーショ ン指導管理料を算定

し ているも のに対し て、 当該患者の入院し ている他の保険医療機関の栄養サポート チーム、 口

腔ケアチーム又は摂食嚥下チーム等の構成員と し てカ ンフ ァ レンス及び回診等に参加し 、 それ

ら の結果に基づいてカ ン フ ァ レ ン ス等に参加し た日から ２ 月以内に口腔機能等に係る 指導を

行っ た場合に、 月に１ 回に限り 算定し ます。

※2 3・ 在宅歯科栄養サポート チーム等連携指導料２ （ N ST２ ） は、 介護老人保健施設、 介護医療院、

特別養護老人ホーム、 特定施設、 養護老人ホーム、 軽費老人ホーム、 有料老人ホーム、 認知症

対応型グループホーム又はサービス付き 高齢者向け住宅に入所し ている患者等であっ て、 歯科

疾患在宅療養管理料又は在宅患者訪問口腔リ ハビリ テーショ ン指導管理料を算定し ているも の

に対し て、 当該保険医療機関の歯科医師が、 当該患者の入所施設で行われた、 経口による継続

的な食事摂取を支援するための食事観察若し く は介護施設職員等への口腔管理に関する技術的

助言・ 協力及び会議等に参加し 、 それら の結果に基づいて食事観察等に参加し た日から ２ 月以

内に口腔機能等に係る指導を行っ た場合に、 月１ 回に限り 算定し ます。

※2 4・ 在宅歯科栄養サポート チーム等連携指導料３ （ N ST３ ） は、 障害児入所施設等に入所し てい

る患者であっ て、 小児在宅患者訪問口腔リ ハビリ テーショ ン指導管理料を 算定し ているも のに

対し て、 当該保険医療機関の歯科医師が、 当該患者の入所施設で行われた、 経口による継続的

な食事摂取を 支援するための食事観察若し く は施設職員等への口腔管理に関する技術的助言・

協力及び会議等に参加し 、 それら の結果に基づいて食事観察等に参加し た日から ２ 月以内に口

腔機能等に係る指導を行っ た場合に、 月１ 回に限り 算定し ます。

※2 5・ 救急搬送診療料は、 患者を救急用の自動車で保険医療機関に搬送する際、 診療上の必要から

当該自動車に同乗し て診療を行っ た場合に算定し ます。
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通信画像情報活用加算の算定例

傷
病
名
部
位

7 ～ 7
7～4 4～7

義歯不適合

月 日 部　 位 治　 療　 内　 容 点数

9/1 0 歯訪１ 　 　 1 0： 1 8 ～ 1 0： 4 2　 　 特養　 東京荘 1 ,1 0 0 摘要

脳梗塞後遺症による左半身不随　 歯科衛生士同行

訪補助イ（ １ ） 　 D H〇〇 1 1 5

7 ～ 7
7～4 4～7

歯リ ハ１（ １ ） 　 義歯削合　 義歯の取り 扱いについて

電気エンジン使用にて調整
1 2 4

訪衛指１ 1 0： 4 2 ～ 1 1： 1 0　（ 指導内容文書提供）

指示内容： 施設に療養中の患者１ 人に対し てプラ ーク の害と ブラ ッ シン グ

の方法について説明し 、 歯ブラ シの動かし 方を実地指導

3 6 2 摘要

9/1 8 訪衛指１ 　 歯科衛生士単独　 1 0： 4 0 ～ 1 1： 1 0　（ 指導内容文書提供）

指導内容： 義歯の清掃状態と 清掃方法について

情報通信機器を利用し て患者の口腔内の状態を観察

下顎前歯部の清掃不良および上顎左側大臼歯相当部床下粘膜に発赤を確認

3 6 2

摘要

※２

※１

1 0/1 6 歯訪１ 　 　 1 0： 1 2 ～ 1 0： 3 0   特養　 東京荘 1 ,1 0 0 摘要

通信画像情報活用加算（ ９ 月1 8日に情報通信機器を利用し て

患者の口腔内状態を確認）
3 0

摘要 ※２

7 ～ 7
7～4 4～7

歯リ ハ１ （ １ ） 　 義歯削合　 義歯の取り 扱いについて

電気エンジン使用にて調整
1 2 4

　 注　 診療録記載は、 省略さ れています。

※１ 　 通信画像情報活用加算（ ICT加算）（ 月１ 回に限り 3 0点）（ 歯科訪問診療料１ ～３ への加算）

①　 地域歯科診療支援病院歯科初診料、 在宅療養支援歯科診療所１ ・ ２ 、 在宅療養支援歯科病院

のいずれかの施設基準届出保険医療機関において、 当該保険医療機関の歯科衛生士等が過去２

月以内に訪問歯科衛生指導を 行っ た患者に対し 、 ②の要件を 満たす歯科訪問診療を 行っ た場合

に、 歯科訪問診療１ ～３ に、 月１ 回に限り 3 0点を 加算する。

②　 訪問歯科衛生指導料を 算定する 日（ 歯科訪問診療料を 算定する 日を 除く ） において、 歯科衛

生士等がリ アルタ イ ムで口腔内の画像（ 口腔内ビ デオ画像） を 撮影でき る 装置を 用いて患者の

口腔内の状態等を 撮影し 、 当該保険医療機関において、 歯科医師がリ アルタ イ ムで当該口腔内

ビ デオ画像によ り 当該患者の口腔内を 観察（ ビ デオ通話に準ずる 方式） し 、 得ら れた情報を 次

回の歯科訪問診療に活用し た場合に算定する。

③　 本加算を 算定する 場合には、 歯科医師は、 当該患者の観察の内容、 観察を 行っ た日等の要点

を 診療録に記載する。

④　 本加算は、 直近の歯科訪問診療料を 算定し た日から 当該加算を 算定するまでの期間において、

歯科衛生指導の実施時に当該保険医療機関の歯科医師が情報通信機器を 用いて口腔内等の状態

を 観察し た場合に算定でき る。

⑤　 本加算を 算定する場合に、 当該観察を 行う 際の情報通信機器の運用に要する費用については、

療養の給付と 直接関係ないサービス等の費用と し て別途徴収でき る。

※２ 　 歯科衛生士単独での訪問歯科衛生指導

　 歯科訪問診療料算定日から 起算し て１ 月以内に（ 歯科医師によ り 状態が安定し ている と 判断さ

れる 場合は２ 月以内でも 可） に、 歯科医師の指示に基づき 行う こ と ができ る。 こ の場合は、 歯科
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訪問診療の算定はでき ず、 実日数に数えない。

※３ 　 撮影装置

　 歯科用口腔内カ メ ラ およ び歯科診断用口腔内カ メ ラ は、 歯科医師がリ アルタ イ ムでビ デオ画像

を 観察でき るも のであれば、 本加算の算定要件を 満たす。

※４ 　 患者が要介護認定を 受けている場合

患者が要介護認定を 受けている 場合は、 介護保険施設に入所し ている 場合を 除いて、 訪問歯科衛

生指導料ではなく 居宅療養管理指導費で算定する。

　 その場合も 、 居宅療養管理指導費（ 歯科衛生士等が行う 場合） または介護予防居宅療養管理指

導費（ 歯科衛生士等が行う 場合） を 算定し た日に、リ アルタ イ ムで口腔内観察を 行っ た場合には、

本加算の対象と なる 。 本加算算定月の明細書摘要欄にその旨を 記載する。

※５ 　 口腔内観察後に患者が入院し た場合

　 訪衛指または居宅療養管理指導時の口腔内観察後にやむを 得ず患者が入院し た場合は、 観察日

から ６ 月以内に限り 、 本加算を 算定でき る。 明細書摘要欄にその旨を 記載する。

※６ 　 明細書摘要欄記載

①　 歯科医師が口腔内を 観察し た際の訪衛指算定年月日を 記載する 。 居宅療養管理指導費算定時

に口腔内を 観察し た場合は、 その算定年月日を 記載する。

②　 訪衛指時の口腔内観察後にやむを得ず患者が入院し た場合に、該当する場合はその旨を記載する。

在宅歯科栄養サポート チーム等連携指導料（ 歯援診１ ） の算定例

傷
病
名
部
位

7 ～ 7 義歯破折

月 日 部　 位 治　 療　 内　 容 点数

9/1 7 歯訪１ 　 　 1 1： 0 0 ～ 1 1： 4 2　 　 東京介護センタ ー 1 ,1 0 0 摘要 ※２

主訴； 入れ歯が割れた、 食事ができ ない

既往歴； 脳梗塞

脳梗塞左半身まひのため通院不能

歯在管

管理計画作成　 文書提供　 指導

3 4 0

1 0

在宅歯科栄養サポート チーム等連携指導料２

患者の栄養サポート チームに合流、 担当看護師と 連携

食事観察に参加、 結果を踏まえての口腔機能評価を実施

1 0 0

摘要

※１

7 ～ 7
有床義歯修理

破折部を修理　 即時重合レ ジン使用
5 0 5

歯リ ハ１ （ １ ） 　 困難

義歯の洗浄方法指導　 着脱方向指導
1 2 4

9/2 7 歯訪１ 　 　 1 0： 0 0 ～ 1 0： 2 5　 　 東京介護センタ ー 1 ,1 0 0 摘要 ※２

7 ～ 7

有床義歯調整

食事内容、 方法を担当看護師と 確認

義歯の使用法確認と 、 栄養指導

　 注　 診療録記載は、 省略さ れています。
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※１ 　 在宅歯科栄養サポート チーム等連携指導料２ （ N ST２ ）（ 1 0 0点）

①　 当該保険医療機関の歯科医師が、 歯在管、 訪問口腔リ ハを 算定し ている 介護福祉施設、 介護

老人保健施設、 介護医療院、 介護療養施設、 特定施設、 地域密着型特定施設に入所し ている 患

者または認知症対応型共同生活介護を 受けている 患者に対し て、 患者の入所施設で行われる 経

口によ る 継続的な食事摂取を 支援する ための食事観察または介護施設職員等への口腔管理に関

する 技術的助言・ 協力およ び会議等に参加し 、 その結果に基づいて食事観察等に参加し た日か

ら ２ 月以内に管理計画を 策定し た場合に、 月１ 回に限り 算定する。 なお、 他の保険医療機関に

入院し ている 患者に対する も のは、 在宅歯科栄養サポート チーム等連携指導料１ （ N ST１ ） 障

害児入所施設等に入所し ている 患者に対する も のは、 在宅歯科栄養サポート チーム等連携指導

料２ （ N ST２ ） と なる。

②　 食事観察等の開催日およ びその内容の要点を 診療録に記載、 または内容がわかる 文書の控え

を 添付する。

③　 食事観察、 会議等はビ デオ通話が可能な機器を 用いて参加し ても よ い。 ただし 、 こ の場合に

おいても １ 回以上は対面で参加する こ と 。 また、 患者の個人情報を ビ デオ通話の画面上で共有

する 際は、 患者の同意を 得ている こ と 。 また、 保険医療機関の電子カ ルテなどを 含む医療情報

システムと 共通のネッ ト ワーク 上の端末においてカ ン フ ァ レ ン ス等を 実施する 場合には、 厚生

労働省「 医療情報システムの安全管理に関する ガイ ド ラ イ ン」 に対応し ているこ と 。

④　 ２ 回目以降は当該月に食事観察等に参加し ていない場合も 算定でき る が、 少なく と も 前回参

加日から ６ 月を 超える日までに１ 回以上参加する。

※２ 　 明細書記載時の注意点

　 摘要欄に連携先の介護保険施設名およびカ ンフ ァ レ ンス等に参加し た年月日を 記載する。
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歯科医療機関が算定する介護保険サービス

１ ） 居宅療養管理指導費（ 介護予防居宅療養管理指導費）

（ １ ） 歯科医師が行う 場合（ 月２ 回を 限度）

単一建物居住者が１ 人 5 1 7単位

単一建物居住者が２ ～９ 人 4 8 7単位

単一建物居住者が1 0人以上 4 4 1単位

①　 単一建物居住者の人数について

居宅療養管理指導の利用者が居住する建築物に居住する者のう ち 、 同一月の利用者数を 「 単

一建物居住者の人数」 と いう 。

単一建物居住者の人数は、 同一月における

ア） 養護老人ホーム、 軽費老人ホーム、 介護付き 有料老人ホーム、 サービス付き 高齢者向け

住宅、 マンショ ンなどの集合住宅等に入居又は入所し ている利用者の人数

イ ） 小規模多機能型居宅介護（ 宿泊サービ スに限る ）、 認知症対応型共同生活介護、 複合型

サービス（ 宿泊サービスに限る）、 介護予防小規模多機能型居宅介護（ 宿泊サービスに限

る）、 介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている利用者の人数

ただし 、

・ 　 ユニッ ト 数が３ 以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、 それぞれのユニッ

ト において、 居宅療養管理指導費を 算定する人数を、 単一建物居住者の人数と みなすこ と

ができ る。

・ 　 １ つの居宅に居宅療養管理指導費の対象と なる同居する同一世帯の利用者が２ 人以上い

る場合の居宅療養管理指導費は、利用者ごと に「 単一建物居住者が１ 人の場合」 を算定する。

・ 　 居宅療養管理指導を行う 利用者数が、 当該建築物の戸数の1 0％以下の場合又は当該建築

物の戸数が2 0戸未満であっ て、 居宅療養管理指導を行う 利用者が２ 人以下の場合には、「 単

一建物居住者が１ 人の場合」 を算定する。

※同一建物居住者と 単一建物居住者の定義の違い

＜同一建物居住者＞

当該利用者と 同一建物に居住する他の利用者に対し て指定居宅療養管理指導事業所の医師

等が同一日に訪問診療、 往診又は指定居宅療養管理指導を行う 場合の当該利用者

介護保険の請求
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＜単一建物居住者＞

当該利用者が居住する建築物に居住する者のう ち 、 当該指定居宅療養管理指導事業所の医

師等が、 同一月に訪問診療、 往診又は指定居宅療養管理指導を行う 場合の当該利用者

※「 居宅」 と は、 自宅（ 戸建て住宅、 サービ ス付き 高齢者向け住宅、 マンショ ン、 アパート

などの集合住宅を 含む） 以外に養護老人ホーム、 軽費老人ホーム、 介護付き 有料老人ホー

ムの他、 小規模多機能型居宅介護（ 宿泊サービスに限る）（ 介護予防も 含む）、 認知症対応

型共同生活介護（ 介護予防も 含む）、 複合型サービス（ 宿泊サービスに限る） などのサービ

スを受けている等も 含まれる。

《 介護施設について》

介護施設 介護保険上の類型

施
設
扱
い

介護老人福祉施設（ 特別養護老人ホーム）

介護保険施設介護老人保健施設（ 老健施設）

介護医療院

居
宅
扱
い

養護老人ホ－ム

特定施設入居者生活介護
軽費老人ホ－ム（ ケアハウス）

介護付き 有料老人ホ－ム

サ－ビス付き 高齢者向け住宅

認知症高齢者グル－プホ－ム 認知症対応型共同生活介護

小規模多機能型居宅介護（ 宿泊サ－ビスに限る）

看護小規模多機能型居宅介護（ 宿泊サ－ビスに限る）

②　 指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、 在宅の利用者であっ て通院困難な要介護者・ 要

支援者に対し て訪問診療を 行い、 計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づいて利用者または

家族に介護サービスを 利用する上での留意点、 介護方法等についての指導及び助言およびケア

マネジャ ーに情報提供を 行っ た場合に、 単一建物居住者の人数に従っ て、 １ 月に２ 回を 限度と

し て算定する。

※指定居宅療養管理指導事業所： 一般の保険医療機関と し て登録さ れている歯科医療機関は、

特に手続き を し なく ても 自動的に指定居宅療養管理指導事業所（ みなし 指定事業所） と し て

扱われる。（ 但し 、 指定を不要と する旨の申出書を提出し た場合を除く ）

③　 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定居

宅療養管理指導を行っ た場合は、 特別地域居宅療養管理指導加算と し て、 １ 回につき 所定単位

数の1 0 0分の1 5に相当する単位数を所定単位数に加算する。［ 要届出］

（ 東京都における「 特別地域加算」 の対象と なる地域は大島町、 利島村、 新島村、 神津島村、 三

宅島村、 御蔵島村、 八丈島村、 青ヶ 島村、 小笠原村、 檜原村、 奥多摩町）
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※訪問診療料　 注９ （ 保険医療機関の所在地と 訪問先の所在地と の距離が16キロメ ート ルを超え

た場合又は海路による歯科訪問診療を行っ た場合で、 特殊の事情があっ たと きの歯科訪問診療

料は、 別に厚生労働大臣が定めると こ ろによっ て算定する） を算定し ている場合は算定不可。

④　 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し 、 かつ、 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

する指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行っ た場合は、（ 中山間

地域等における 小規模事業所加算と し て） １ 回につき 所定単位数の1 0 0分の1 0に相当する 単位

数を 所定単位数に加算する 。 上記に係る指定居宅療養管理指導事業所の施設基準： 歯科医師が

行う 指定居宅療養管理指導の場合にあっ ては、 一月当たり 延べ訪問回数が五十回以下の指定居

宅療養管理指導事業所であるこ と 。

⑤　 指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、 別に厚生労働大臣が定める地域に居住し ている

利用者に対し て、 通常の事業の実施地域（ 指定居宅サービス基準第9 0条第５ 号に規定する通常

の事業の実施地域をいう 。） を越えて、 指定居宅療養管理指導を 行っ た場合は、（ 中山間地域等

に居住する 者へのサービ ス提供加算と し て） １ 回につき 所定単位数の1 0 0分の５ に相当する 単

位数を所定単位数に加算する。（ 新設）

※「 中山間地域等における小規模事業所加算」 の対象と なる地域は都内には無い。

⑥　 算定内容

計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき 、 介護支援専門員（ ケアマネジャ ー） に対する

居宅サービス計画（ ケアプラ ン） の作成等に必要な情報提供並びに利用者若し く はその家族等

に対する介護サービスを利用する上での留意点、 介護方法等についての指導及び助言を行っ た

場合に算定する。

ケアマネジャ ーへの情報提供がない場合には、 算定でき ない。 また、 利用者が他の介護サー

ビスを利用し ている場合にあっ ては、 必要に応じ て、 利用者又は家族の同意を 得た上で、 当該

介護サービス事業者等に介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行う こ と と する。

⑦　「 情報提供」 及び「 指導又は助言」 の方法

ア） ケアマネジャ ーなどへの情報提供は、 サービス担当者会議への参加により 行う こ と を基

本と する（ こ の場合は必ずし も 文書は必要ない）。 また、 情報提供の要点をカ ルテに記載

する。 医療保険のカ ルテへ記載し ても よいが、 下線または枠で囲う などにより 、 医療保

険の記載と 区別できるよう にする。

　 サービ ス担当者会議への参加が困難な場合や、 会議が開催さ れない場合には、 下記

の「 情報提供すべき 事項」 を 、 文書など（ メ ール、 FAXなどでも 可） により 、 ケアマネ

ジャ ーなどに対し て情報提供を行い、 その写し をカ ルテに添付するなどにより 保存する。

【 情報提供すべき事項】（ 別紙様式２ 参照）
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⒜　 基本情報（ 医療機関名、 住所、 連絡先、 歯科医師氏名、 利用者の氏名、 生年月日、

性別、 住所、 連絡先など）

⒝　 利用者の病状、 経過など

⒞　 介護サービスを利用する上での留意事項、 介護方法

⒟　 利用者の日常生活上の留意事項

イ ） 利用者・ 家族などに対する指導または助言は、 文書などの交付により 行う よう に努める。

なお、 口頭により 指導または助言を 行っ た場合は、 その要点をカ ルテに記録する 。 医療

保険のカ ルテに記載し ても よいが、 下線または枠で囲う などにより 、 医療保険の記載と

区別でき るよう にする 。 文書により 指導・ 助言を し た場合は、 写し を カ ルテに添付する

などにより 保存する。

⑧　 ケアマネジャ ーへの情報提供がない場合には、 算定でき ないが、 例外と し て、 利用者が居宅

療養管理指導以外のサービスを 利用し ていない場合や利用者自ら ケアプラ ンを 作成し ている場

合は、 ケアマネジャ ーへの情報提供が行われなく ても 算定でき る 。 その際、 利用者が他の介護

サービスを利用し ている場合は、 必要に応じ て利用者又は家族の同意を 得て、 介護事業者など

に情報提供や助言を行う 。

⑨　 算定日については、当該月の歯科訪問診療を行っ た日と する。 また、介護保険レセプト の「 摘

要」 欄には、 訪問診療日を 記載する。 なお、 サービス担当者会議に参加し た場合は参加日を、

参加が困難なため文書等を交付し た場合はその交付日を記載する。

※居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の「 歯科医師が行う 場合」 を算定し 、 管

理計画の内容を 含む管理計画を策定し ている場合においては、 歯科疾患在宅療養管理料（ 歯在

管） を 算定し たも のと みなすこ と ができ る 。 なお、 その場合においては、 当該患者の継続的な

管理に当たっ て必要な事項等を診療録に記載又は管理計画書の写し を 診療録に添付すると と も

に、 居宅療養管理指導費を算定し た旨及び直近の算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

ただし 、 歯科疾患在宅療養管理料に係る文書提供加算、 在宅総合医療管理加算は算定でき ない。

◇居宅療養管理指導費の「 ロ　 歯科医師が行う 場合」 又は介護予防居宅療養管理指導費の「 ロ　

歯科医師が行う 場合」 を 算定し た場合は、 該当するも のを選択し 、 算定年月日を 「 摘要」 欄記

載する。

◇居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を 算定し た場合に、 歯科疾患在宅療養管

理料を算定し たも のと みなす場合で、 居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を

算定し ていない月に、 歯科疾患在宅療養管理料の算定が必要な区分を算定する場合は、 居宅療養

管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を選択し 直近の算定年月日を「 摘要」 欄記載する。
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≪居宅療養管理指導に関するＱ ＆Ａ ≫

（ 問） 居宅療養管理指導における医師又は歯科医師の指示は、 どのよう な方法で行えばよいか。

（ 答） 指示を行う にあたっ ては、 当該居宅療養管理指導に係る指示を行う 医師又は歯科医師と 同じ

居宅療養管理指導事業所に勤務する者に指示する場合や緊急等やむを 得ない場合を 除き、 診療

状況を示す文書、処方箋等（ メ ール、FAX等でも 可）（ 以下「 文書等」 と いう 。） に、「 要訪問」「 訪

問指導を行う こ と 」 等、 指示を行っ た旨がわかる内容及び指示期間（ ６ 月以内に限る。） を記載

するこ と 。

　 ただし 、 指示期間については、 １ か月以内（ 薬剤師への指示の場合は処方日数（ 当該処方

のう ち最も 長いも の） 又は１ か月のう ち長い方の期間以内） の指示を行う 場合は記載不要であ

り 、 緊急等やむを得ない場合は後日指示期間を文書等により 示すこ と 。 なお、 医師又は歯科医

師の指示がない場合は算定できないこ と に留意するこ と 。（ 令和３ 年４ 月９ 日）

（ 問） 居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、 実質的に従業者が１ 名だけと

いう こ と があり 得る。 こ のよう な事業所でも 虐待防止委員会の開催や研修を定期的にし なけれ

ばなら ないのか。

（ 答） 虐待はあっ てはなら ないこ と であり 、 高齢者の尊厳を守るため、 関係機関と の連携を密にし

て、 規模の大小に関わり なく 虐待防止委員会及び研修を定期的に実施し ていただき たい 。 小規

模事業所においては他者・ 他機関によるチェ ッ ク 機能が得ら れにく い環境にあるこ と が考えら

れるこ と から 、 積極的に外部機関等を活用さ れたい。（ 令和３ 年３ 月2 6日）

（ 問） 介護保険施設等における歯科医療について、 協力歯科医療機関のみが歯科医療を提供するこ

と と なるのか。

（ 答） 介護保険施設等における歯科医療について、 歯科医療機関を選択するのは利用者であるので、

利用者の意向を確認し た上で、 歯科医療が提供さ れるよう 対応を行う こ と が必要である。（ 平成

3 0年3月2 3日）

（ 問） 以下のよう な場合は、「 単一建物居住者」 複数人に対し て行う 居宅療養管理指導費を算定する

のか。

⑴　 利用者の都合等により 、 単一建物居住者複数人に対し て行う 場合であっ ても 、 ２ 回に分

けて居宅療養管理指導を行わなければなら い場合

⑵　 同じ マンショ ンに、 同一月に同じ 居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利

用者に居宅療養管理指導を行っ た場合

（ 答） いずれの利用者に対し ても 「 単一建物居住者」 複数人に対し て行う 場合の居宅療養管理指導

を算定する。（ 平成3 0年3月2 3日）
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（ 問） 同一月に、 同一の集合住宅等に居住する ２ 人の利用者に対し 、 居宅療養管理指導事業所の医

師が訪問し 、 居宅療養管理指導を行う 際に、 １ 人が要介護者で、 も う １ 人が要支援者である場

合は、 単一建物居住者２ 人以上９ 人以下に対し て行う 場合の居宅療養管理指導費又は介護予防

居宅療養管理指導費を算定するのか。

（ 答） 要介護者は単一建物居住者２ 人以上９ 人以下に対し て行う 場合の居宅療養管理指導費を 、 要

支援者は単一建物居住者２ 人以上９ 人以下に対し て行う 場合の介護予防居宅療養管理指導費を

算定する。 なお、 他の職種についても 同様の取扱いと なる。（ 平成3 0年3月2 3日）

（ 問） 医師の居宅療養管理指導において、 同じ 建築物に居住する ２ 人に対し て、 同一月中に２ 人に

訪問診療を行う 場合であっ て、 １ 人は当該月に訪問診療のみを 行い、 も う １ 人は当該月に訪問

診療と 居宅療養管理指導を行う 場合に、 居宅療養管理指導については、 どの単位数を 算定する

こ と と なるのか。

（ 答） 単一建物居住者１ 人に対し て行う 場合の単位数を 算定する 。 なお、 歯科医師による居宅療養

管理指導についても 同様の取扱いと なる。（ 平成3 0年4月1 3日）

（ 問） 居宅療養管理指導の利用者の転居や死亡等によっ て、 月の途中で単一建物居住者の人数が変

更になっ た場合の居宅療養管理指導費の算定はどう すればよいか。

（ 答） 居宅療養管理指導の利用者が死亡する等の事情により 、 月の途中で単一建物居住者の人数が

減少する場合は、当月に居宅療養管理指導を実施する当初の予定の人数に応じ た区分で算定する。

　 また、 居宅療養管理指導の利用者が転居し てき た等の事情により 、 月の途中で単一建物居住

者の人数が増加する場合は、 それぞれ算定する。

⑴　 当月に居宅療養管理指導を実施する予定の利用者については、 当初の予定人数に応じ た

区分

⑵　 当月に転居し てき た居宅療養管理指導の利用者等については、 当該転居し てき た利用者

を含めた、 転居時点における居宅療養管理指導の全利用者数に応じ た区分

　 なお、 転居や死亡等の事由については診療録等に記載するこ と 。

　 例えば、 同一の建築物の1 0名に居宅療養管理指導を行う 予定と し ており 、 １ 名が月の途中で

退去し た場合は、 当該建築物の９ 名の利用者について、「 単一建物居住者1 0名以上に対し て行う

場合」 の区分で算定する。

　 また、 同一の建築物の９ 名に居宅療養管理指導を 行う 予定と し ており 、 １ 名が月の途中で転

入し た場合は、 当初の９ 名の利用者については、「 単一建物居住者２ 人以上９ 人以下に対し て行

う 場合」 の区分で算定し 、 転入し た１ 名については、「 単一建物居住者1 0名以上に対し て行う 場

合」 の区分で算定する。（ 平成3 0年5月2 9日）

（ 問） 同一の建築物において、 認知症対応型共同生活介護事業所と 集合住宅が併存する場合の居宅

療養管理指導費の算定はどう すればよいか。
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（ 答） 同一の建築物において、 ユニッ ト 数が３ 以下の認知症対応型共同生活介護事業所と 集合住宅

が併存する場合には、 次のと おり 、 認知症対応型共同生活介護事業所と それ以外で区別し 、 居

宅療養管理指導費を算定する。

⑴　 当該建築物のう ち認知症対応型共同生活介護事業所については、 それぞれのユニッ ト に

おいて、 居宅療養管理指導費を算定する人数を、 単一建物居住者の人数と みなす。 ただし 、

１ つのユニッ ト で１ つの同一世帯の利用者のみに居宅療養管理指導を実施する場合には、

利用者ごと に「 単一建物居者が１ 人の場合」 の区分で算定する。

⑵　 当該建築物のう ち認知症対応型共同生活介護事業所以外については、 認知症対応型共同

生活介護事業所で居宅療養管理指導を実施する人数を 含め、 当該建築物で居宅療養管理指

導を 実施する人数を 単一建物居住者の人数と する。 ただし 、 当該建築物で１ つの同一世帯

の利用者のみに居宅療養管理指導を 実施する場合は、 利用者ごと に「 単一建物居者が１ 人

の場合」 の区分で算定する。 また、「 当該建築物で居宅療養管理指導を行う 利用者数が、 当

該建築物の戸数の1 0 ％以下の場合」 又は「 当該建築物の戸数が2 0戸未満であっ て、 居宅療

養管理指導を行う 利用者が２ 人以下の場合」 については、 利用者ごと に「 単一建物居住者

１ 人に対し て行う 場合」 の区分で算定する。（ 平成3 0年5月2 9日）

（ 問） 同一の集合住宅に、 複数の「 同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が２ 人以上い

る世帯」 がある場合、 算定はどう すればよいか。 また、 同一の集合住宅に、「 同居する同一世帯

に居宅療養管理指導費の利用者が２ 人以上いる世帯」 と それ以外の利用者がいる場合、 算定は

どう すればよいか。

（ 答） いずれの場合についても 、 居宅療養管理指導を 実施する予定の合計数に応じ た区分により 算

定する。

　 例えば、 同一の集合住宅に、 居宅療養管理指導費を利用する 「 同居する夫婦の世帯」 が２ 世

帯ある場合の区分については、「 単一建物居住者２ 人以上９ 人以下に対し て行う 場合」 の区分に

より 算定する。

　 また、 同一の集合住宅に、 居宅療養管理指導費を 利用する 「 同居する夫婦の世帯」 が１ 世帯

と 居宅療養管理指導費を利用する者が「 １ 人の世帯」 が８ 世帯ある場合の区分については、「 単

一建物居住者1 0人以上に対し て行う 場合」 の区分により 算定する。（ 平成3 0年5月2 9日）

（ 問） 医師、 歯科医師又は薬剤師による居宅療養管理指導について、 介護支援専門員への情報提供

が必ず必要になっ たが、 月に複数回の居宅療養管理指導を行う 場合であっ ても 、 毎回情報提供

を行わなければ算定できないのか。

（ 答） 毎回行う こ と が必要である 。 なお、 医学的観点から 、 利用者の状態に変化がなければ、 変化

がないこ と を 情報提供するこ と や、 利用者や家族に対し て往診時に行っ た指導・ 助言の内容を

情報提供するこ と でよい。（ 平成3 0年3月2 3日）
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（ 問） 居宅療養管理指導について以下の場合は、 どのよう に取り 扱う のか。

⑴　 同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まっ たマンショ ン群や公団住宅棟の場合

⑵　 外観上明ら かに別建物であるが渡り 廊下のみで繋がっ ている場合

（ 答） いずれも 別建物と なる。（ 平成2 4年3月1 6日）

（ 問） 住民票の住所と 実際の居住場所が異なる場合は、 実際の居住場所で「 単一建物居住者」 の人

数を判断し てよいか。

（ 答） 実際の居住場所で判断する。（ 平成3 0年3月2 3日）

（ 問） 医師、 歯科医師による居宅療養管理指導について、 １ 人の利用者についてそれぞれ２ 回まで

算定できると さ れたが、 その具体的内容について

（ 答） １ 人の医師及び１ 人の歯科医師のみが、 １ 人の利用者について１ 月に２ 回居宅療養管理指導

を算定でき る。 複数の医師、 複数の歯科医師による算定は原則と し てでき ないが、 主治の医師

または主治の歯科医師がやむを得ない事情により 訪問でき ない場合については、 同一医療機関

の医師・ 歯科医師の代わり に訪問し て指導を行っ た場合も 算定できる。（ 平成1 5年5月3 0日）

（ 問） 医師、 歯科医師の居宅療養管理指導の算定日について、 例えば、 ある月に５ 回訪問診療があ

り 、 そのいずれも 居宅療養管理指導を行っ た場合に、 月２ 回居宅療養管理指導を算定し よう と

する場合の算定日は、 事業所の任意で、 ５ 回の訪問診療日のう ちいずれの日から 選んでも よい

のか。

（ 答） 医師、 歯科医師の居宅療養管理指導については、 １ 日の訪問診療又は往診に１ 回のみ算定で

きる。 当該月の訪問診療または往診が３ 日以上ある場合は、当該日の内、主たる管理指導を行っ

た２ 回の訪問診療または往診の日と する。（ 平成1 5年5月3 0日）

（ 2 ） 歯科衛生士等が行う 場合（ 月４ 回を限度）

単一建物居住者が１ 人 3 6 2単位

単一建物居住者が２ ～９ 人 3 2 6単位

単一建物居住者が1 0人以上 2 9 5単位

①　 訪問歯科診療を 行っ た歯科医師の指示に基づき、 自院に勤務する歯科衛生士などが在宅の利

用者を訪問し て、 利用者またはその家族の同意の上、 訪問診療の結果などに基づき 訪問診療を

行っ た歯科医師等と 共同で作成し た「 管理指導計画」 を 利用者またはその家族などに対し て交

付すると と も に、 その「 管理指導計画」 に従っ た療養上必要な指導と し て口腔内の清掃、 有床

義歯の清掃又は摂食・ 嚥下機能に関する実地指導と その情報提供及び指導又は助言を １ 対１ で

2 0分以上行っ た場合に単一建物居住者の人数に従い、 １ 月に４ 回（ がん末期の利用者について

は、 １ 月に６ 回） を限度と し て、 所定単位数を算定する。
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②　 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定居

宅療養管理指導を行っ た場合は、 特別地域居宅療養管理指導加算と し て、 １ 回につき 所定単位

数の1 0 0分の1 5に相当する単位数を所定単位数に加算する。［ 要届出］

（ 東京都における 「 特別地域加算」 の対象と なる地域は大島町、 利島村、 新島村、 神津島村、

三宅島村、 御蔵島村、 八丈島村、 青ヶ 島村、 小笠原村、 檜原村、 奥多摩町）

※訪問診療料　 注９ （ 保険医療機関の所在地と 訪問先の所在地と の距離が16キロメ ート ルを超え

た場合又は海路による歯科訪問診療を行っ た場合で、 特殊の事情があっ たと きの歯科訪問診療

料は、 別に厚生労働大臣が定めると こ ろによっ て算定する） を算定し ている場合は算定不可。

③　 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し 、 かつ、 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

する指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行っ た場合は、（ 中山間

地域等における 小規模事業所加算と し て） １ 回につき 所定単位数の1 0 0分の1 0に相当する 単位

数を 所定単位数に加算する 。 上記に係る指定居宅療養管理指導事業所の施設基準： 歯科医師が

行う 指定居宅療養管理指導の場合にあっ ては、 一月当たり 延べ訪問回数が五十回以下の指定居

宅療養管理指導事業所であるこ と 。

④　 指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、 別に厚生労働大臣が定める地域に居住し ている

利用者に対し て、 通常の事業の実施地域（ 指定居宅サービス基準第9 0条第５ 号に規定する通常

の事業の実施地域をいう 。） を越えて、 指定居宅療養管理指導を 行っ た場合は、（ 中山間地域等

に居住する者へのサービス提供加算と し て） １ 回につき 所定単位数の1 0 0分の5に相当する単位

数を所定単位数に加算する。

※「 中山間地域等における小規模事業所加算」 の対象と なる地域は都内には無い。

⑤　 実地指導が単なる日常的な口腔清掃など、 療養上必要な指導に該当し ないと 判断さ れる場合

は算定できない。

⑥　 指示を行っ た歯科医師の訪問診療の日から 起算し て３ 月以内に行われた場合に算定する。

⑦　 歯科衛生士などが居宅療養管理指導を 行っ た時間と は、 実際に指導を 行っ た時間をいい、 指

導のための準備や利用者の移動に要し た時間などは含まない。

⑧　 訪問診療を 行っ た歯科医師が、 自院に勤務する歯科衛生士に直接指示や管理指導計画につい

ての助言などを行う 必要がある 。 なお、 終了後は、 歯科衛生士は指示を行っ た歯科医師に直接

報告する。

⑨　 歯科衛生士は実地指導の記録簿を 作成し 、 交付し た管理指導計画を 記録簿に添付するなどし

て保存すると と も に、 指導の対象と なっ た利用者ごと に利用者氏名、 訪問先、 訪問日、 指導の
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開始及び終了時刻、 指導の要点、 解決すべき 課題の改善などに関する要点、 歯科医師から の指

示などを記載する。 訪問診療に同行し た場合には歯科医師の診療開始時刻と 終了時刻、 および

担当者の署名を明記し 、 指示を行っ た歯科医師に報告する。（ 別紙様式３ 参照）

⑩　 歯科衛生士などの行う 居宅療養管理指導については、 以下のア） から カ ） までに掲げるプロ

セスを経ながら 実施する。

ア） 利用者の口腔機能（ 口腔衛生、 摂食・ 嚥下機能など） のリ スク を把握する 。（「 口腔機能

スク リ ーニング」）

イ ） 口腔機能スク リ ーニングを踏まえ、 利用者の解決すべき 課題を把握する。（「 口腔機能ア

セスメ ント 」）

ウ） 口腔機能アセスメ ント を 踏まえ、 歯科医師、 歯科衛生士その他の職種の者が共同し て、

利用者ごと に口腔衛生に関する事項（ 口腔内の清掃、 有床義歯の清掃など）、 摂食・ 嚥下

機能に関する事項（ 摂食・ 嚥下機能の維持・ 向上に必要な実地指導、 歯科保健のための

食生活指導など）、 解決すべき 課題に対し 関連職種が共同し て取組むべき事項などを記載

し 、 利用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容や訪問頻度などの具体的な計画

を含めた管理指導計画を作成するこ と 。 また、 作成し た管理指導計画については、 居宅

療養管理指導の対象と なる利用者またはその家族に説明し 、 その同意を得るこ と 。

エ） 管理指導計画に基づき 、 利用者に療養上必要な実地指導を実施すると と も に、 実施上の

問題（ 口腔清掃方法の変更の必要性、 関連職種が共同し て取り 組むべき 事項の見直し の

必要性など） があれば直ちに計画を修正するこ と 。

オ） 利用者の口腔機能に応じ て、 定期的に、 利用者の生活機能の状況を 検討し 、 口腔機能の

モニタ リ ングを行い、 指示し た歯科医師に報告を 行う こ と 。 なお、 口腔機能のモニタ リ

ングにおいては、 口腔衛生の評価、 反復唾液嚥下テスト などから 利用者の口腔機能の把

握を行う こ と 。

カ ） 利用者について、 おおむね３ 月をめどに、 口腔機能のリ スク について、 口腔機能スク リ ー

ニングを実施し 、 指示を行っ た歯科医師に報告し 、 再度の指示に基づき 、 必要に応じ て

管理指導計画の見直し を行う 。 こ の見直し も 、 歯科医師その他の職種と 共同し て行う 。

⑪　 指示し た歯科医師は、

ア） 訪問診療の結果に基づく 指示内容の要点を 記載し 、 共同で作成し た管理指導計画を添付

するなどにより 保存する。

イ ） 管理指導計画に基づき 、 実際に実地指導を 行う 歯科衛生士などに対し て指示を 行い、 指

示内容の要点を記載する。

ウ） 管理指導計画を 見直し た場合には、 歯科衛生士の報告を受け、 訪問診療の結果などに基

づき 、 指示し た内容（ 療養上必要な実地指導の継続の必要性など） の要点を記載し 、 共

同で作成し た管理指導計画を添付するなどにより 保存する。
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エ） こ れら の記載および添付については、 医療保険のカ ルテに行っ ても よいが、 記載につい

ては、 下線または枠で囲むなどにより 、 他の記載と 区別する。

オ） 介護保険レ セプト の摘要欄に居宅療養管理指導についての指示を行っ た歯科医師が訪問

診療を行っ た日と 歯科衛生士の訪問日を記入する。

⑫　 医療対応が必要な疑いがある場合は、 利用者または家族などの同意を得て、 指示を行っ た歯

科医師や、 歯科医師を通し てケアマネジャ ーなどへ情報提供を行う などの適切な措置を講じ る。
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≪介護保険と 医療保険と の給付調整等≫

◎居宅及び居住系施設（ 居宅扱いの施設） では、 要介護（ 要支援） 認定者への歯科衛生士等の訪

問歯科衛生指導料（ 介護保険の歯科衛生士等の（ 介護予防） 居宅療養管理指導費を算定する。）

や在宅患者連携指導料は算定できない。

◎病院などの入院患者や介護保険施設の入所者以外の患者で、 同一月において、（ 介護予防） 居宅

療養管理指導費（ 歯科医師が行う 場合に限る） を算定し た場合、 以下の算定はでき ない。

・ 歯科疾患管理料（ 歯管）

・ 歯科疾患在宅療養管理料（ 歯在管）

・ 歯科特定疾患療養管理料（ 特疾管）

・ 在宅患者訪問口腔リ ハビリ テーショ ン指導管理料（ 訪問口腔リ ハ）

・ 診療情報提供料（ Ⅰ）（ 歯科診療特別対応加算又は歯科訪問診療料算定し ている 患者につい

て、 歯科診療特別対応連携加算又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準を届け

出た保険医療機関、 歯科医業を行わない保険医療機関、 又は指定居宅介護支援事業者や指定

介護予防支援事業者等に対し て診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行っ た場合）

◎月の途中で要介護被保険者等と なる場合等の留意事項について、 要介護被保険者等と なっ た日

から 、 同一の傷害又は疾病等についての給付が医療保険から 介護保険へ変更さ れるこ と と なる

が、 こ の場合において、 １ 月あたり の算定回数に制限がある場合（ 医療保険における訪問歯科

衛生指導と 介護保険における歯科衛生士が行う 居宅療養管理指導の場合の月４ 回など） につい

ては、 同一保険医療機関において、 両方の保険から の給付を合算し た回数で制限回数を考慮す

るも のであるこ と 。
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≪(介護予防）居宅療養管理指導サ－ビスコ －ド ≫

居宅療養管理指導サ－ビ スコ ード （ 要介護認定者）

サ－ビスコ －ド
サ－ビス内容 算定項目 算定単位

種類 項目

3 1 2 1 1 1 歯科医師居宅療養管理指導Ⅰ
ロ　 歯科医師が行う

場合

（ 月２ 回限度）

①単一建物居住者が1人 5 1 7単位

１ 回につき

3 1 2 1 1 2 歯科医師居宅療養管理指導Ⅱ ②単一建物居住者が2 ～ 9人 4 8 7単位

3 1 2 1 1 3 歯科医師居宅療養管理指導Ⅲ ③単一建物居住者が1 0人以上 4 4 1単位

3 1 1 2 4 1 歯科衛生士等居宅療養Ⅰ
ホ　 歯科衛生士等が

行う 場合

（ 月４ 回限度）

①単一建物居住者が1人 3 6 2単位

3 1 1 2 4 3 歯科衛生士等居宅療養Ⅱ ②単一建物居住者が2 ～ 9人 3 2 6単位

3 1 1 2 5 0 歯科衛生士等居宅療養Ⅲ ③単一建物居住者が1 0人以上 2 9 5単位

介護予防居宅療養管理指導サ－ビ スコ ード （ 要支援認定者）

サ－ビスコ －ド
サ－ビス内容 算定項目 算定単位

種類 項目

3 4 2 1 1 1 予防歯科医師居宅療養Ⅰ
ロ　 歯科医師が行う

場合

（ 月２ 回限度）

①単一建物居住者が1人 5 1 7単位

１ 回につき

3 4 2 1 1 2 予防歯科医師居宅療養Ⅱ ②単一建物居住者が2 ～ 9人 4 8 7単位

3 4 2 1 1 3 予防歯科医師居宅療養Ⅲ ③単一建物居住者が1 0人以上 4 4 1単位

3 4 1 2 4 1 予防歯科衛生士等居宅療養Ⅰ
ホ　 歯科衛生士等が

行う 場合

（ 月４ 回限度）

①単一建物居住者が1人 3 6 2単位

3 4 1 2 4 2 予防歯科衛生士等居宅療養Ⅱ ②単一建物居住者が2 ～ 9人 3 2 6単位

3 4 1 2 4 3 予防歯科衛生士等居宅療養Ⅲ ③単一建物居住者が1 0人以上 2 9 5単位
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◎ 同居する同一世帯の居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合） を行う 利用者が２ 人

1 0 日 A さ ん 居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合）

1 7 日 B さ ん 居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合）

単一建物居住者が1 人　 5１7単位×２

◎建築物の戸数が６ 戸で、 居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合） を行う 利用者が２ 人

1 2 日 C さ ん 居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合）

2 2 日 D さ ん 居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合）

単一建物居住者が1 人　 5１7単位×２

◎建築物の戸数が20 戸で、 居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合） を行う 利用者が１ 人、
居宅療養管理指導（ 歯科衛生士等が行う 場合） を行う 利用者が２ 人

1 1 日 E さ ん 居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合）

1 4 日 F さ ん 居宅療養管理指導（ 歯科衛生士等が行う 場合）

2 5 日 G さ ん 居宅療養管理指導（ 歯科衛生士等が行う 場合）

歯科医師が行う 場合

　 単一建物居住者が1 人　 5１7単位×１

歯科衛生士等が行う 場合

　 単一建物居住者が1 人　 3６２単位×２

◎建築物の戸数が18 戸で、 居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合） を行う 利用者が１ 人、
介護予防居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合） を行う 利用者が２ 人

1 3 日 H さ ん 居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合）

1 8 日 J さ ん 介護予防居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合）

2 3 日 K さ ん 介護予防居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合）

居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合）

　 単一建物居住者が2 人以上9 人以下　 48７単位×１

介護予防居宅療養管理指導（ 歯科医師が行う 場合）

　 単一建物居住者が2 人以上9 人以下　 48７単位×２

Bさ ん
A さ ん

Cさ ん

D さ ん

Eさ ん

Fさ ん

G さ ん

Hさ ん

Kさ ん

Jさ ん

居宅療養管理指導費の算定例（ 同一月）
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月 日 部　 位 療　 法　 ・ 　 処　 置 点数

4/9 歯科訪問診療１ 　 居宅　 1 4 :0 0 ～ 1 4 :3 0 1 ,1 0 0

歯科診療特別対応加算　 患者の状態（ 略） 1 7 5

主訴等（ 略） ━

脳梗塞後遺症により 歩行困難　 姿勢保持困難　（ 要介護２ ） ━

歯科衛生士により 頭部固定 ━

口腔内所見（ 略） 　 訪問診療計画（ 略） ━

歯科訪問診療補助加算（ 同一建物居住者以外） 　（ D H 〇山△子） 9 0

7 ～ 4　 4 ～ 7 歯リ ハ１ （ 1）（ ロ以外の場合） 1 0 4

フ ィ ッ ト チェ ッ カ ーにて適合の確認、 調整、 咬合調整、 指導内容（ 略） ─

7　  ～　  7
3 ～ 3

歯周基本検査（ 2 0歯以上）（ １ 回目） 検査結果（ 略） 2 0 0

歯科疾患在宅療養管理料　 管理内容および管理計画書（ 略） ━ ※１

機械的歯面清掃処置（ プロフ ィ ーペースト 　 ラ バーカ ッ プ） 1 0 8 ※２

スケーリ ング(手用スケーラ ー ) 1 0 8+ 5 7×3

P基処（ J） 1 5

歯科医師居宅療養管理指導費（ １ 人のみ、 １ 回目） 5 1 7 ※３

指導内容： 残存歯の清掃の注意点、 義歯による咬合の方法について ─

口腔内の清掃についてケアマネジャ ーと 連絡をと る ─

4/1 6 歯科訪問診療１ 　 居宅　 1 3 :0 0 ～ 1 3 :3 5 1 ,1 0 0

歯科診療特別対応加算　 患者の状態（ 略） 　 口腔内所見（ 略） 1 7 5

歯科訪問診療補助加算（ 同一建物居住者以外） 　（ D H 〇岡△子） 9 0

7 ～ 4　 4 ～ 7 所見等： 義歯清掃時に落下さ せ破損　 義歯正中部より ハセツ ─

義歯修理の為の印象採得（ アルジネート ） 6 3

咬合採得（ バイ ト ワッ ク ス） 9 7

7　  ～　  7
3 ～ 3

SP（ J） ─

歯科医師居宅療養管理指導費（ １ 人のみ、 ２ 回目） 5 1 7 ※３

指導内容（ 略） 　 　 歯科衛生士に実地指導を行う 旨を 指示　 指示内容（ 略） ─

歯科衛生士等居宅療養管理指導費（ １ 人のみ、 １ 回目） 1 3 :5 5 ～ 1 4 :4 0 3 6 2 ※４

口腔機能スク リ ーニングおよびアセスメ ント ─

口腔機能向上に関する情報提供（ 略） 　 　 管理指導計画作成（ 略） ─

4/2 0 歯科訪問診療１ 1 3 :2 0 ～ 1 4 :0 0　 居宅 1 ,1 0 0

歯科診療特別対応加算　 患者の状態（ 略） 　 口腔内所見（ 略） 1 7 5

歯科訪問診療補助加算（ 同一建物居住者以外） 　（ D H 〇山△子） 9 0

要介護認定者への歯科訪問診療および居宅療養管理指導の算定例

傷
病
名
部
位

7　  ～　  7
3 ～ 3

 P　 7 ～ 4　 4 ～ 7  Dul、 義歯ハセツ
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月 日 部　 位 療　 法　 ・ 　 処　 置 点数

7 ～ 4　 4 ～ 7 有床義歯修理　 修理内容（ 略） 4 3 5

有床義歯調整　 義歯の適合性の検査、 義歯粘膜面の調整 ─

歯科医師居宅療養管理指導費（ １ 人のみ、 ３ 回目） ━ ※３

介護者による 義歯の管理（ 保管、 清掃、 着脱など） について指導 ─

歯科衛生士等居宅療養管理指導費（ １ 人のみ、 ２ 回目） 1 4 :1 5 ～ 1 4 :4 0 3 6 2 ※４

指示内容（ 略） ─

義歯上のデン チャ －プラ －ク を義歯用ブラ シで刷掃、 除去するよう 指導 ─

口腔機能向上に関する情報提供　 ケアマネジャ ーと 患者に報告 ─

4/2 7 歯科衛生士等居宅療養管理指導費（ １ 人のみ、 ３ 回目） 1 5 :0 0 ～ 1 5 :3 0 3 6 2 ※４

（ 歯科衛生士単独で訪問） 　 指示内容（ 略） ─

大き な食物残渣をブク ブク う がいで除去するよう 指導 ─

（ 食後長時間放置し ないよう ） ─

口腔体操およ び口腔衛生指導 ─

４ 月分　 実日数３ 日　 保険診療分 5 ,3 8 1

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 介護保険分（ 単位） 2 ,1 2 0

※１ 　 病院などの入院患者や介護保険施設の入所者以外の患者で、 同一月において、（ 介護予防） 居宅

療養管理指導費（ 歯科医師が行う 場合に限る ） を 算定し た場合、 歯科疾患在宅療養管理料は算定

でき ません。

※２ 　（ 介護予防） 居宅療養管理指導費の「 歯科医師が行う 場合」 を 算定し 、 管理計画の内容を 含む管

理計画を 策定し ている場合は、 歯科疾患在宅療養管理料を 算定し たも のと みなすこ と ができ ま

す。

※３ 　 歯科医師の（ 介護予防） 居宅療養管理指導費は、 指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、

要介護者・ 要支援者に対し て在宅の訪問診療を 行い、 計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づ

いて利用者または家族に介護サービ スを 利用する 上での留意点、 介護方法等についての指導及び

助言およびケアマネジャ ーに情報提供を 行っ た場合に、 単一建物居住者の人数に従っ て、 １ 月に

２ 回を 限度と し て算定し ます。

※４ 　 歯科衛生士等の（ 介護予防） 居宅療養管理指導費は、 訪問歯科診療を 行っ た歯科医師の指示に

基づき 、 自院に勤務する 歯科衛生士等が在宅の利用者を 訪問し て、 訪問診療の結果等に基づき 訪

問診療を 行っ た歯科医師等と 共同で作成し た「 管理指導計画」 を、 利用者またはその家族等に対

し て交付する と と も に、 その「 管理指導計画」 に従っ た療養上必要な指導と し て口腔内の清掃、

有床義歯の清掃又は摂食・ 嚥下機能に関する 実地指導と その情報提供及び指導又は助言を１ 対１

で2 0分以上行っ た場合に、 単一建物居住者の人数に従い、 １ 月に４ 回（ がん末期の利用者につ

いては、 １ 月に６ 回） を 限度と し て算定し ます。
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様式第二（附則第二条関係）

居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書
（訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハ・福祉用具貸与・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・

夜間対応型訪問介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護（短期利用以外）・小規模多機能型居宅介護（短期利用）・

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短期利用以外）・複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短期利用））

公費負担者番号 令和 0 6 年 0 6 月分

公費受給者番号 保険者番号 〇 〇 〇 〇 〇 〇

被
保
険
者

被保険者

番号
0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

請
求
事
業
者

事業所

番号
1 3 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

氏名

トウキョウ イチロウ
事業所

名称
〇〇歯科医院

東 京 一 郎

所在地

〒 1 2 3 － 0 0 5 9

生年月日
1.明治 2.大正 3.昭和

性
別 1．男 2．女 東京都○○区×△町 1 丁目 2 番 26 号1 6 年 0 6 月 2 3 日

要介護

状態区分 要介護 1・2・3・4・5

認定有効

期間

1. 平成

2. 令和
0 6 年 0 1 月 0 1 日 から

連絡先 電話番号 03－○○○○－○○○○
令和 0 6 年 1 2 月 3 1 日 まで

居宅

サービス

計画

１．居宅介護支援事業者作成      ２．被保険者自己作成    

事業所

番号

事業所

名称

開始

年月日

1. 平成

2. 令和
0 6 年 0 6 月 0 9 中止

年月日
令和 年 月 日

中止

理由

1.非該当 3.医療機関入院 4.死亡 5.その他 6.介護老人福祉施設入所 7.介護老人保健施設入所 8.介護療養型医療施設入院

9.介護医療院入所

給
付
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数 摘要

歯科医師居宅療養管理指導Ⅰ 3 1 2 1 1 1 5 1 7 2 1 0 3 4 9 日、16 日

歯科衛生士居宅療養管理指導Ⅰ 3 1 1 2 4 1 3 6 2 3 1 0 8 6 16 日、20 日、27 日

(
住
所
地
特
例

対
象
者) 

給
付
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数

施設所在

保険者番号
摘要

請
求
額
集
計
欄

①サービス種類コード

／②名称
3 1 居宅療養管理指導

③サービス実日数 0 4 日 日 日 日

④計画単位数

⑤限度額管理対象単位数

⑥限度額管理対象外単位数 給付率（/100）
⑦給付単位数（④⑤のうち少

ない数）＋⑥
2 1 2 0 保険 9 0

⑧公費分単位数 公費

⑨単位数単価 1 0 0 0 円／単位 円／単位 円／単位 円／単位 合計

⑩保険請求額 1 9 0 8 0 1 9 0 8 0

⑪利用者負担額 2 1 2 0 2 1 2 0

⑫公費請求額

⑬公費分本人負担

社会福祉

法人等に

よる軽減

欄

軽減率 ％
受領すべき利用者

負担の総額（円）
軽減額（円）

軽減後利用者

負担額（円）
備考

1 枚中 1 枚目

みなし事業所は

医療機関コード

を記入

丸で囲む

介護保険被保険者証に記

載されている事項を転記

居宅療養管理指導費の

みの請求の場合は不要

居宅療養管理指導

を開始した日付を

記入

算定日を記入
サービス内容、サービスコード、単位数等を記入

（サービスコードごとに行を変えて記入）

利用者負担金は医療保険においては 10

円未満は四捨五入ですが、介護保険で

は 1 円単位で徴収

日
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様式第一（附則第二条関係）

令和 0 6 年 0 6 月分 介護給付費請求書

保 険 者

（別 記）殿

下記のとおり請求します。 令和 6 年 7 月 6 日

事業所番号 1 3 3

請求事業所

名 称 〇〇歯科医院

所在地

〒 1 2 3 － 0 0 5 9

東京都○○区×△町 1 丁目 2 番

26 号

連絡先 03－○○○○－○○○○

保険請求

区 分

サービス費用 特定入所者介護サービス費等

件 数
単位数

・点数

費用

合計

保険

請求額

公費

請求額

利用者

負担
件数

費用

合計

利用者

負担

公費

請求額

保険

請求額

居宅・施設サービス

介護予防サービス

地域密着型サービス等

1 2,120 2,120

居宅介護支援・

介護予防支援

合 計
1 2,120 2,120

公費請求

区 分

サービス費用 特定入所者介護サービス費等

件 数
単位数

・点数

費用

合計

公費

請求額
件数

費用

合計

公費

請求額

12

生 保

居宅・施設サービス

介護予防サービス

地域密着型サービス等

生 保

居宅介護支援・

介護予防支援

10 感染症 37 条の 2

21 障自・通院医療

15 障自・更生医療

19 原爆・一般

54 難病法

51
特定疾患等

治療研究

81 被爆者助成

86 被爆体験者

87 有機ヒ素・緊急措置

88
水俣病総合対策

メチル水銀

66 石綿・救済措置

58
障害者・支援措置（全

額免除）

25 中国残留邦人等

合 計

21,200 19,080

21,200 19,080
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介護保険における口腔・ 栄養関連のサービス

介護施設の入所者に対する口腔ケアや口腔機能向上サービスは歯科診療所で行う も のではなく 、

介護事業関係の諸施設において行われるも の（ 歯科医療関係者が関与・ 連携する項目ではある） で、

以下は歯科医療機関での算定項目ではない。

１ ） 介護給付における口腔機能向上加算
（ 月２ 回限度、 ３ か月以内の期間に限る） 　 [要施設基準]

（ １ ） 口腔機能向上加算（ Ⅰ） 　 ＋1 50 単位／回

（ ２ ） 口腔機能向上加算（ Ⅱ） 　 ＋1 60 単位／回

通所介護、 通所リ ハビリ テーショ ンを 行う 事業所が、 介護サービスを受ける要介護者の口腔機能

が低下し ている、 またはそのおそれのある場合に選択的に行う サービス。 利用者が歯科を受診し て

いて医療保険の摂食機能療法を算定さ れている場合は、 口腔機能向上加算は算定できない。

①　（ 介護事業所等に雇用さ れている） 歯科衛生士等による口腔機能改善のための計画（ 口腔機能改

善管理指導計画） を作成

②　 ①に基づく 口腔機能向上サービスの実施

③　 ②の定期的な評価（ おおむね３ 月ごと ） と 計画の見直し 、 及び介護支援専門員や主治の医師、

主治の歯科医師に対し て情報提供などの一連のプロセスを実施し た場合に加算する 。 口腔機能向

上サ－ビスの開始から ３ 月ごと の口腔機能の評価の結果、 口腔機能が向上せず、 引き 続き 口腔機

能向上サ－ビスが必要な場合は算定できる。

※主治の医師又は主治の歯科医師から の意見も 踏まえつつ、 口腔清掃の指導や実施、 摂食・ 嚥下

機能の訓練の指導や実施（ 口腔機能向上サ－ビス） を適切に実施する必要がある。

※口腔機能向上加算（ Ⅱ） の基本的な算定要件は口腔機能向上加算（ Ⅰ） と 同じ （ 予防給付も 同

様）。 口腔機能向上加算（ Ⅰ） に取り 組んだ上で、 LIFEに口腔機能に関する情報を提供し 、 口腔

衛生の管理を 適切に行う ため情報を 活用し ているこ と が要件と なっ ています。 口腔機能向上加

算（ Ⅰ） と （ Ⅱ） は同時算定できないので注意が必要。
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２ ） 予防給付における口腔機能向上加算　（ 月１ 回限度） 　［ 要施設基準］

（ １ ） 口腔機能向上加算（ Ⅰ） 　 ＋1 50 単位／回

（ ２ ） 口腔機能向上加算（ Ⅱ） 　 ＋1 60 単位／回

通所介護、 通所リ ハビリ テーショ ンを行う 事業所が、 介護予防サービスを受ける要支援1あるいは

２ の対象者の口腔機能が低下し ている 、 またはそのおそれのある場合に選択的に行う サービス。 取

り 扱いは介護給付における口腔機能向上加算と 同様。 ただし 要支援者ができ る限り 要介護状態にな

ら ないで自立し た日常生活を営むこ と ができるよう 支援するこ と 。

※口腔機能改善管理指導計画を定める口腔機能向上サ－ビスをおおむね３ 月ごと に口腔機能の状

態を 評価し 、 その結果を介護予防支援事業者等に報告し 、 口腔機能向上に係る課題が解決し 、

当該サ－ビスを継続する必要性が認めら れない場合に終了する。
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別紙様式６－４

評価日︓   年  月  日

１ 口腔の健康状態の評価・再評価（口腔に関する問題点等）

２ 口腔機能改善管理指導計画 作成日︓    年  月  日

３ 実施記録

□ 実施 □ 実施
□ 実施 □ 実施
□ 実施 □ 実施

４ その他特記事項

口腔機能向上サービスに関する計画書（様式例）

氏名（ふりがな）

現在の歯科受診について
かかりつけ歯科医        □ あり □ なし
直近1年間の歯科受診     □ あり（最終受診年月︓    年  月） □ なし

生年月日・性別     年  月  日生まれ   ・   □ 男 □ 女

日常生活自立度
要介護度・病名等

障害高齢者︓       認知症高齢者︓

□ あり （直近の発症年月︓    年  月） □ なし

義歯の使用

食事形態 □常食 □嚥下調整食（コード□４、□３、□2-2、□2-1、□1j、□0t、□0j）
栄養補給法 □経口のみ □一部経口 □経腸栄養  □静脈栄養

□ あり（□ 部分・□ 全部） □ なし

誤嚥性肺炎の発症・既往

□ 歯科疾患（□ 重症化防止 □改善 □歯科受診）
□ 口腔衛生（□ 維持 □ 改善（          ））
□ 摂食嚥下等の口腔機能（□ 維持 □ 改善（         ））
□ 食形態（□ 維持 □ 改善（          ））
□ 栄養状態（□ 維持 □ 改善（          ）） 
□ 音声・言語機能（□ 維持 □ 改善（            ））
□ 誤嚥性肺炎の予防 
□ その他（              ）

※嚥下調整食の分類、誤嚥性肺炎の発症等について把握するよう努めるとともに、6月以内の状況について記載すること。

口腔衛生状態

□ あり □ なし □ 分からない
□ あり □ なし □ 分からない
□ あり □ なし □ 分からない
□ あり □ なし □ 分からない

口臭
歯の汚れ

義歯の汚れ

    年  月  日   記入者︓            □ 歯科衛生士 □ 看護職員 □ 言語聴覚士

舌苔
奥歯のかみ合わせ

食べこぼし
むせ

口腔乾燥

計画立案者 氏名︓          □ 歯科衛生士 □ 看護職員 □ 言語聴覚士

□ できる □ できない □ 分からない

舌の動きが悪い
ぶくぶくうがい※

※現在、歯磨き後のうがいをしている場合に限り確認

□ 歯（う蝕、修復物脱離等）、義歯（義歯不適合等）、歯周病、口腔粘膜（潰瘍等）の疾患の可能性
□ 音声・言語機能に関する疾患の可能性
□ その他（                                         ）

□ あり □ なし □ 分からない歯科受診の必要性

口腔
機能の状態

特記
事項

□ あり □ なし □ 分からない
□ あり □ なし □ 分からない
□ あり □ なし □ 分からない
□ あり □ なし □ 分からない
□ あり □ なし □ 分からない

氏名︓          □ 歯科衛生士 □ 看護職員 □ 言語聴覚士

口腔清掃

誤嚥性肺炎の予防に関する指導

実施年月日
サービス提供者

   年  月  日
氏名︓          □ 歯科衛生士 □ 看護職員 □ 言語聴覚士

摂食嚥下等の口腔機能に関する指導
口腔清掃に関する指導

音声・言語機能に関する指導
その他（           ）

サービス提供者

実施内容
□ 口腔清掃                                  □ 口腔清掃に関する指導
□ 摂食嚥下等の口腔機能に関する指導      □ 音声・言語機能に関する指導
□ 誤嚥性肺炎の予防に関する指導              □ その他（          ）

目標
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≪口腔機能向上加算に関するＱ ＆Ａ ≫

（ 問） LIFEに提出すべき 情報は「 科学的介護情報システム（ LIFE） 関連加算に関する 基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（ 令和３ 年３ 月1 6日老老発0 3 1 6第４ 号） の各加

算の様式例において示さ れているが、 利用者又は入所者の評価等に当たっ ては、 当該様式例を

必ず用いる必要があるのか。

（ 答）「 科学的介護情報システム（ LIFE） 関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について」（ 令和３ 年３ 月1 6日老老発0 3 1 6第４ 号） においてお示し を し ている と お

り 、 評価等が算定要件において求めら れるも のについては、 それぞれの加算で求めら れる項目

（ 様式で定めら れた項目） についての評価等が必要である。

　 ただし 、 同通知はあく までも LIFEへの提出項目を お示し し たも のであり 、 利用者又は入所者

の評価等において各加算における様式と 同一のも のを用いるこ と を求めるも のではない。（ 令和

３ 年４ 月９ 日）

（ 問） それぞれ別の通所介護・ 通所リ ハビリ テーショ ン事業所にし ている場合、 それぞれの事業所

で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定するこ と はできるのか。

（ 答） ご指摘の件については、 ケアマネジメ ント の過程で適切に判断さ れるも のと 認識し ているが、

基本的には想定さ れない。（ 令和３ 年３ 月2 6日）

⑴　 算定要件と し て、 それぞれの加算に係る実施内容等を 勘案の上、 １ 事業所における請求

回数に限度を設けているこ と

⑵　 ２ 事業所において算定し た場合の利用者負担等も 勘案すべき こ と から 、 それぞれの事業

所で栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定するこ と

（ 問） 栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、 サービスの提供開始から ３ 月後に改善評価を行っ た

後は算定できないのか。

（ 答） サービ ス開始から 概ね３ 月後の評価において、 解決すべき 課題が解決さ れていない場合で

あっ て、 当該サービスを継続する必要性が認めら れる場合は、 ３ 月以降も 算定でき る。

　 なお、 サービスを 継続する場合であっ ても 、 アセスメ ント 、 計画作成、 評価の手順に従っ て

実施する必要があるが、 課題解決に向けて効果が得ら れるよう 、 実施方法及び実施内容を見直

す必要がある。（ 平成2 4年３ 月1 6日）

（ 問） 口腔機能向上加算について、 歯科医療と の重複の有無については、 歯科医療機関又は事業所

の何れにおいて判断するのか。

（ 答） 歯科医療機関が患者等に提供する歯科疾患管理料の管理計画書等に基づき 歯科医療を受診し

た月に係る介護報酬の請求月に事業所において判断する。（ 平成2 1年４ 月1 7日）
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３ ） 口腔連携強化加算（ 介護・ 予防） 　 ＋50 単位／回　（ 月１ 回限度） [要施設基準]

対象サービス： 訪問介護、 訪問看護、 訪問リ ハビリ テーショ ン、 短期入所生活介護、

　 　 　 　 　 　 　 　 短期入所療養介護及び定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護

算定要件

○事業所の従業者が、 口腔の健康状態の評価を実施し た場合において 、 利用者の同意を得て、 歯

科医療機関及び介護支援専門員に対し 、 当該評価の結果を情報提供し た場合に、 １ 月に１ 回に

限り 所定単位数を加算する。（ 新設）

○事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行う に当たっ て、 歯科訪問診療料の算定の実績

がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、 当該従業者から の

相談等に対応する体制を確保し 、 その旨を文書等で取り 決めているこ と 。

※以下のいずれにも 該当し ないこ と

・ 他の介護事業所が同一利用者に対し て、 口腔・ 栄養スク リ ーニング加算を算定し ている （ 栄

養状態のスク リ ーニングを行い、 口腔・ 栄養スク リ ーニング加算（ Ⅱ） を算定し ている場合

を除く ）

・ 指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師、 歯科衛生士が行う 居宅療養管理指導費を 算定し て

いる（ 初回の居宅療養管理指導を行っ た月を除く ）

・ 他の介護事業所が同一利用者に対し て口腔連携強化加算を算定し ている
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(別紙様式６)

   　　　　年    　月  　  日

（ふりがな） 〒        －

要介護度

誤嚥性肺炎の発症・既往
麻痺

摂食方法

義歯の使用
口腔清掃の自立度

現在の処方

項目番号 項目

開口

歯の汚れ

舌の汚れ

歯肉の腫れ、出血

左右両方の奥歯で
しっかりかみしめられる

むせ

ぶくぶくうがい※１

食物のため込み、残留※２

（自由記載）

※１ 現在、歯磨き後のうがいをしている場合に限り確認する。（誤嚥のリスクも鑑みて、改めて実施頂く事項ではないため空欄可）

※２ 食事の観察が可能な場合は確認する。（改めて実施頂く事項ではないため空欄可）

※ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士

利用者氏名

□ 自立 □ 部分介助（介助方法︓         ） □ 全介助

口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書

評価基準

          年      月      日生

直近1年間の歯科受診  □ あり（最終受診年月︓    年  月） □ なし
現在の歯科受診について

□ あり（直近の発症年月︓     年  月）       □ なし
□ あり（部位︓□ 手 □顔 □その他）          □ なし

評価

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
FAX番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
管理者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

                        □ 内分泌疾患 □ 皮膚疾患    □ 精神疾患    □ その他

□ 脳血管疾患 □ 骨折     □ 誤嚥性肺炎  □ うっ血性心不全 □ 尿路感染症 □ 糖尿病

□ なし □ あり

□ 高血圧症  □ 骨粗しょう症 □ 関節リウマチ □ がん      □ うつ病   □ 認知症  □ 褥瘡 

その他

介護支援専門員への連絡事項

（自由記載）

（自由記載）

歯科医師等※による口腔内等の確認の必要性

歯科医療機関への連絡事項

・項目1－8について「あり」または「できない」が１つでもある場合は、歯科医師等による
 口腔内等の確認の必要性「高い」とする。
・その他の項目等も参考に歯科医師等による口腔内等の確認の必要性が高いと考えられる場合
 は、「高い」とする。

□ 低い  □ 高い

・平時や食事時にむせがある場合や明らかな「むせ」はなくても、
 食後の痰がらみ、声の変化、息が荒くなるなどがある場合は「あり」とする。
・歯磨き後のうがいの際に口に水をためておけない場合や頬を膨らませない場合や
 膨らました頬を左右に動かせない場合は「できない」とする。
・食事の際に口の中に食物を飲み込まずためてしまう場合や
 飲み込んだ後に口を開けると食物が一部残っている場合は「あり」とする。

・歯や粘膜に痛みがある、口の中の乾燥、口臭、義歯の汚れ、義歯がすぐに外れる、
 口の中に薬が残っている等の気になる点があれば記載する。

・上下の前歯の間に指2本分（縦）入る程度まで口があかない場合（開口量３ｃｍ以下）には
「できない」とする。

・歯の表面や歯と歯の間に白や黄色の汚れ等がある場合には「あり」とする。

□できる □できない ・本人にしっかりかみしめられないとの認識がある場合または
 義歯をいれても奥歯がない部分がある場合は「できない」とする。

・歯肉が腫れている場合（反対側の同じ部分の歯肉との比較や周囲との比較）や
 歯磨きや口腔ケアの際に出血する場合は「あり」とする。

□ なし □ あり

□できる □できない

□ あり（□ 部分・□ 全部） □ なし

□できる □できない

□ なし □ あり

□ なし □ あり

□ なし □ あり

・舌の表面に白や黄色、茶、黒色の汚れなどがある場合には「あり」とする。

（※上記以外の）□ 神経疾患    □ 運動器疾患 □ 呼吸器疾患 □ 循環器疾患   □ 消化器疾患      □ 

記入者氏名　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

【口腔の健康状態の評価】

名称　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 介護事業所の名称　　　　　　　　 　　　　         　　　　　
情報提供先（ 歯科医療機関 ・ 居宅介護支援事業所 ）

担当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿　

男
・
女

かかりつけ歯科医 □ あり □ なし

   連絡先           （    ）

□ 経口のみ □ 一部経口 □ 経管栄養 □ 静脈栄養

基本情報

□ あり（薬剤名︓                      ） □ なし

□ 要支援（□ １ □ ２）  □ 要介護（□ １ □ ２ □ ３ □ ４ □ ５）

基礎疾患
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４ ） 口腔衛生管理の基本サービス化（ 強化）

▪ 特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化（ 口腔衛生管理体制加算廃止）

全ての特定施設入居者生活介護において口腔衛生管理体制を確保するよう 促すと と も に、 入居者

の状態に応じ た適切な口腔衛生管理を 求める観点から 、 特定施設入居者生活介護等における口腔衛

生管理体制加算を廃止し 、 同加算の算定要件の取組を一定緩和し た上で、 基本サービスと し て行う

こ と と する。 その際、 ３ 年間の経過措置期間を設けるこ と と する。

＜運営基準＞【 省令】（ ※３ 年間の経過措置期間を設ける）

「 利用者の口腔の健康の保持を図り 、 自立し た日常生活を 営むこ と ができ るよう 、 口腔衛生の管

理体制を整備し 、 各利用者の状態に応じ た口腔衛生の管理を計画的に行わなければなら ない。」 こ と

を規定。

▪ 介護保険施設における口腔衛生管理の強化

【 介護老人福祉施設、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保兼施設、介護医療院】

・ 介護保険施設において、 事業所の職員による適切な口腔管理等の実施と 、 歯科専門職による適切

な口腔管理につなげる観点から 、 事業者に利用者の入所時及び入所後の定期的な口腔衛生状態・

口腔機能の評価の実施を義務付ける。

・ 当該施設の従業者又は歯科医師若し く は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者毎に施設入

所時及び入所後月に１ 回程度の口腔の健康状態の評価を実施するこ と 。

・ 技術的助言若し く は指導又は口腔の健康状態の評価を 行う 歯科医師若し く は歯科医師の指示を受

けた歯科衛生士においては、 当該施設と の連携について、 実施事項等を 文書等で取り 決めを 行う

こ と 。
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＜運営基準＞

第1 7条の３ （ 口腔衛生の管理）【 基準省令】

介護老人保健施設は、 入所者の口腔の健康の保持を 図り 、 自立し た日常生活を営むこ と ができ る

よう 、 口腔衛生の管理体制を整備し 、 各入所者の状態に応じ た口腔衛生の管理を計画的に行わなけ

ればなら ない。

1 7　 口腔衛生の管理（ 第４ 運営に関する基準）【 解釈通知】

基準省令第1 7条の３ は、 介護老人保健施設の入所者に対する口腔衛生の管理について 、 令和３ 年

度より 口腔衛生管理体制加算を廃止し 、 基本サービスと し て行う こ と を踏まえ、 入所者の口腔の健

康状態に応じ て、 以下の手順により 計画的に行う べき こ と を定めたも のである。

（ １ ） 当該施設において、 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、 当該施設の介護職

員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年２ 回以上行う こ と 。

（ ２ ）（ １ ） の技術的助言及び指導に基づき、 以下の事項を記載し た、 入所者の口腔衛生の管理体制

に係る計画を 作成する （ 別紙4 3ページ参照） と と も に、 必要に応じ て、 定期的に当該計画を見

直すこ と 。

　 なお、 口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場

合はその記載をも っ て口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えるこ と ができ るも のと する

こ と 。

イ 　 助言を行っ た歯科医師

ロ　 歯科医師から の助言の要点

ハ　 具体的方策

ニ　 当該施設における実施目標

ホ　 留意事項・ 特記事項

（ ３ ） 医療保険において歯科訪問診療料が算定さ れた日に、 介護職員に対する口腔清掃等に係る技

術的助言及び指導又は（ ２ ） の計画に関する技術的助言及び指導を行う にあたっ ては、 歯科訪

問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行う こ と 。

　 なお、 当該義務付けの適用に当たっ ては、 令和３ 年改正省令附則第９ 条において、 ３ 年間の

経過措置を設けており 、 令和６ 年３ 月3 1日までの間は、 努力義務と さ れている。

▪ 口腔衛生の管理体制の整備にかかる実務

⑴　 口腔衛生管理体制計画の立案

歯科医師等は、 介護保険施設における口腔清掃等の実態の把握、 介護職員から の相談等を 踏

まえ、 当該施設の実情に応じ 、 口腔衛生の管理に係る技術的助言・ 指導を行う こ と 。

介護職員は、 当該技術的助言・ 指導に基づき、 以下の事項を 記載し た口腔衛生管理体制計画

（ 別紙4 3ページ参照） を作成するこ と 。
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ア　 助言を行っ た歯科医師等

イ 　 歯科医師から の助言の要点

ウ　 当該施設における実施目標

エ　 具体的方策

オ　 留意事項・ 特記事項

⑵　 入所者の口腔の状況の確認

口腔衛生管理体制計画に基づき 、 介護職員が口腔の健康状態のスク リ ーニングを行い、 入所

者の口腔清掃の自立度、 口腔の健康状態等について把握するこ と 。（ 別紙4 4ページ参照）

スク リ ーニングを行う に当たっ ては、 利用者について、 それぞれ次に掲げる確認を行う こ と 。

【 スク リ ーニング例】

・ 歯や入れ歯が汚れている

・ 歯が少ないのに入れ歯を使っ ていない

・ むせやすい

歯・ 口腔の疾患が疑われる場合や介護職員による口腔清掃等が困難な場合等は、 歯科医師に

よる訪問診療等の際、 各利用者の口腔の健康状態に応じ た口腔健康管理が行われるよう 、 当該

歯科医師に相談するこ と が望まし い。

⑶　 口腔清掃の用具の整備

口腔清掃には、 歯の清掃に用いる歯ブラ シ、 ワンタ フ ト ブラ シ、 舌に用いる舌ブラ シ、 口腔

粘膜に用いるスポンジブラ シ、 義歯に用いる義歯ブラ シ等の清掃用具が用いら れる 。 利用者の

口腔の健康状態や自立度等を踏まえ、 歯科医師等の技術的助言・ 指導に基づき 、 口腔清掃の用

具を選択するこ と 。

⑷　 口腔清掃の実施

口腔清掃の実施担当者及び実施時刻等を、 口腔清掃の実施回数・ 方法・ 内容等を踏まえて検

討し 、 施設におけるサービス提供に係るタ イ ムスケジュ ールに組み込むこ と 。

⑸　 介護職員の口腔清掃に対する知識・ 技術の習得、 安全確保

口腔清掃は、 正し い知識を も っ て行わない場合、 歯や粘膜を傷つけるだけでなく 、 食物残渣

や唾液等の誤嚥による肺炎を引き 起こ すおそれも あるため、 歯科医師等から 口腔清掃の用具の

使用方法の指導を受けるこ と は重要である 。 また、 口腔清掃に携わら ない職員についても 、 口

腔衛生、 口腔機能の維持・ 向上、 誤嚥性肺炎等について理解を深めるこ と は重要である。 なお、

歯科医師等が単独で介護職員への研修会等を 開催するこ と が困難な場合は、 都道府県や都道府

県歯科医師会等で実施さ れている介護職員向けの研修を紹介するこ と でも 差し 支えない。
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⑹　 食事環境をはじ めと し た日常生活における環境整備

介護職員は、 歯科医師等に入所者の口腔機能等に応じ た食事の提供、 食形態等について必要

に応じ て相談し 、 食事環境等の整備に努めるこ と 。

⑺　 歯科医師等から の技術的助言・ 指導と 計画の見直し

介護職員は、 口腔清掃等を 含めた施設における課題や疑問等を、 適宜、 歯科医師等に相談す

る。 歯科医師等は、 概ね６ か月毎に、 施設における口腔清掃の実態、 介護職員から の相談等を

踏まえ、 当該施設の実情に応じ た口腔衛生管理体制計画に係る技術的助言・ 指導を行う こ と 。

介護職員は、 当該技術的助言・ 指導を踏まえ、 口腔衛生管理体制計画の見直し を 行い、 口腔衛

生の管理体制の充実を図るこ と 。
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別紙様式６－１（介護保険施設）

口腔衛生の管理体制についての計画

策定日 年 月   日

作成者

助言を行った歯科医師等

歯科医療機関

歯科医師名

連絡先

助言の要点

□ 入所者のリスクに応じた口腔清掃等の実施

□ 口腔清掃にかかる知識・技術の習得の必要性

□ 食事状態、食形態等の確認

□ その他（                ）

□ 現在の取組の継続

実施目標

□ 施設職員に対する研修会の開催

□ 口腔清掃の用具の整備

□ 口腔清掃の方法・内容等の見直し

□ 歯科専門職による入所者の口腔衛生管理等

□ 歯科専門職による食事環境、食形態等の確認

□ その他（                 ）

□ 現在の取組の継続

施設職員等による入所者

の口腔の健康状態の評価

各入所者の入所時及び（    週・月）に 1回

※週・月のいずれかに○をつける。

具体的方策

（実施時期、実施場所、

主担当者など）

留意事項、特記事項等
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別紙様式6-3

    　　　　年     　月  　  日

（ふりがな）

要介護度

誤嚥性肺炎の発症・既往
麻痺

摂食方法

義歯の使用
口腔清掃

現在の処方

          記入者氏名︓ (職種︓      ）
項目番号 項目

開口

歯の汚れ

舌の汚れ

歯肉の腫れ、出血

左右両方の奥歯でしっかりか
みしめられる

むせ

ブクブクうがい※１

食物のため込み、残留※２

※１ 現在、歯磨き後のうがいをしている場合に限り確認する。（誤嚥のリスクも鑑みて、改めて実施頂く事項ではないため空欄可）
※２ 食事の観察が可能な場合は確認する。（改めて実施頂く事項ではないため空欄可）

※ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士

【口腔の健康状態の評価】 □ 入所時   □ 2回目以降（前回︓    年  月  日）

□できる □できない

□ なし □ あり

□ なし □ あり

評価 評価基準

・歯の表面や歯と歯の間に白や黄色の汚れ等がある場合には「あり」とする。

・舌の表面に白や黄色、茶、黒色の汚れなどがある場合には「あり」とする。

・上下の前歯の間に指2本分（縦）入る程度まで口があかない場合（開口量３ｃｍ以下）には「できない」
とする。

□ なし □ あり

□できる □できない ・本人にしっかりかみしめられないとの認識がある場合または
 義歯をいれても奥歯がない部分がある場合は「できない」とする。

・平時や食事時にむせがある場合や明らかな「むせ」はなくても、
 食後の痰がらみ、声の変化、息が荒くなるなどがある場合は「あり」とする。
・歯磨き後のうがいの際に口に水をためておけない場合や頬を膨らませない場合や
 膨らました頬を左右に動かせない場合は「できない」とする。

□ なし □ あり

□できる □できない

・歯肉が腫れている場合（反対側の同じ部分の歯肉との比較や周囲との比較）や
 歯磨きや口腔ケアの際に出血する場合は「あり」とする。

その他の特記事項

・食事の際に口の中に食物を飲み込まずためてしまう場合や
 飲み込んだ後に口を開けると食物が一部残っている場合は「あり」とする。

その他 自由記載︓
・歯や粘膜に痛みがある、口の中の乾燥、口臭、義歯の汚れ、義歯がすぐに外れる、
 口の中に薬が残っている等の気になる点があれば記載する。

歯科医師等※による口腔内等の確認の必要性

・項目1－8について「あり」または「できない」が１つでもある場合は、歯科医師等による
 口腔内等の確認の必要性「高い」とする。
・その他の項目等も参考に歯科医師等による口腔内等の確認の必要性が高いと考えられる場合
 は、「高い」とする。

□ なし □ あり

□ 低い  □ 高い

口腔の健康状態の評価及び情報共有書

利用者氏名
男
・
女 ※基本情報は、入所時評価以外は変更が無ければ記載の省略可          年      月      日生

基本情報

現在の歯科受診について
かかりつけ歯科医 □ あり □ なし
直近1年間の歯科受診  □ あり（最終受診日︓[西暦]  年  月  日） □ なし

□ 要支援（□ １ □ ２）  □ 要介護（□ １ □ ２ □ ３ □ ４ □ ５）

基礎疾患

□ 脳血管疾患 □ 骨折     □ 誤嚥性肺炎  □ うっ血性心不全 □ 尿路感染症 □ 糖尿病

（※上記以外の）□ 神経疾患    □ 運動器疾患 □ 呼吸器疾患 □ 循環器疾患   □ 消化器疾患      □ 腎疾患
                        □  内分泌疾患 □ 皮膚疾患    □ 精神疾患    □ その他

□ あり（□ 部分・□ 全部） □ なし
□ 自立 □ 部分介助（介助方法︓    ） □ 全介助
□ あり（薬剤名︓                          ） □ なし

□ あり（直近の発症日︓[西暦]   年  月  日）       □ なし
□ あり（部位︓□ 手 □顔 □その他）           □ なし
□ 経口のみ □ 一部経口 □ 経管栄養 □ 静脈栄養

□ 高血圧症  □ 骨粗しょう症 □ 関節リウマチ □ がん      □ うつ病   □ 認知症  □ 褥瘡 
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≪口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算に関するＱ ＆Ａ ≫

（ 問） 口腔衛生管理体制加算について、 月の途中で退所、 入院又は外泊し た場合や月の途中から 入

所し た場合にはどのよう に取り 扱えばよいのか。

（ 答） 入院・ 外泊中の期間は除き 、 当該月において１ 日でも 当該施設に在所し た入所者について算

定できる。（ 令和６ 年３ 月1 5日）

（ 問） 口腔衛生管理体制加算の算定に当たっ て作成する こ と と なっ ている「 口腔衛生管理体制計

画」 については、 施設ごと に計画を作成すればよいのか。

（ 答） 施設ごと に計画を作成するこ と と なる。（ 令和６ 年３ 月1 5日）

（ 問） 口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科

衛生士による技術的助言及び指導に基づき 行われるが、 技術的助言及び指導を行う 歯科医師は、

協力歯科医療機関の歯科医師でなければなら ないのか。

（ 答） 協力歯科医療機関の歯科医師に関わら ず、 当該施設の口腔衛生の管理体制を把握し ている歯

科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定し ている。（ 令和３ 年３ 月2 6日）

（ 問） 口腔衛生管理体制加算について、 月の途中で退所、 入院又は外泊し た場合や月の途中から 入

所し た場合にはどのよう に取り 扱えばよいのか。

（ 答） 入院・ 外泊中の期間は除き 、 当該月において１ 日でも 当該施設に在所し た入所者について算

定できる。（ 令和３ 年３ 月2 6日）

（ 問） 口腔衛生管理体制加算の算定に当たっ て作成する こ と と なっ ている「 口腔衛生管理体制計

画」 については、 施設ごと に計画を作成すればよいのか。

（ 答） 施設ごと に計画を作成するこ と と なる。（ 令和３ 年３ 月2 6日）

（ 問） 口腔衛生管理加算の算定に当たっ て、 作成するこ と と なっ ている 「 口腔衛生管理加算の実施

計画」 はサービスを提供する利用者毎に作成するのか。

（ 答） 貴見のと おり 。（ 令和３ 年３ 月2 6日）

（ 問） 口腔衛生管理加算における 「 歯科衛生士」 と は、 施設職員に限定さ れるのか。 も し く は、 協

力歯科医療機関等の歯科衛生士でも よいのか。

（ 答） 施設と 雇用関係にある歯科衛生士（ 常勤、 非常勤を問わない） または協力歯科医療機関等に

属する歯科衛生士のいずれであっ ても 算定可能である 。 ただし 、 算定にあたっ ては、 協力歯科

医療機関等の歯科医師の指示が必要である。 ※ 平成3 0年度介護報酬改定に関するＱ ＆Ａ （ Vo l.

１ ）（ 平成3 0年３ 月2 3日） 問7 6の修正。（ 令和３ 年３ 月2 6日）
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（ 問） 歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２ 回以上実施さ れている場合に算定でき るこ と と さ

れているが、 月途中から 介護保険施設に入所し た者について 、 入所月は月２ 回に満たない場合

であっ ても 算定できるのか。 満たない場合であっ ても 算定でき るのか。

（ 答） 月途中から の入所であっ ても 、 月２ 回以上口腔衛生等の管理が実施さ れていない場合には算

定できない。（ 令和３ 年３ 月2 6日）

（ 問） 口腔衛生管理加算は、 歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２ 回以上実施さ れている場合

に算定でき るが、 同一日の午前と 午後それぞれ口腔衛生等の管理を行っ た場合は２ 回分の実施

と するのか。

（ 答） 同一日の午前と 午後それぞれ口腔衛生等の管理を行っ た場合は、 １ 回分の実施と なる。（ 令和

３ 年３ 月2 6日）

（ 問） 口腔衛生管理体制加算について、 月の途中で退所、 入院又は外泊し た場合や月の途中から 入

所し た場合にはどのよう に取り 扱えばよいのか。

（ 答） 入院・ 外泊中の期間は除き 、 当該月において１ 日でも 当該施設に在所し た入所者について算

定できる。（ 平成3 0年３ 月2 3日）

（ 問） 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における 「 歯科衛生士」 と は、 施設職員に限定

さ れるのか。 も し く は、 協力歯科医療機関等の歯科衛生士でも よいのか。

（ 答） 両加算と も に、 施設と 雇用関係にある歯科衛生士（ 常勤、 非常勤を 問わない） または協力歯

科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっ ても 算定可能である 。 ただし 、 算定にあたっ

ては、 協力歯科医療機関等の歯科医師の指示が必要である。（ 平成3 0年３ 月2 3日）

（ 問） 歯科衛生士による口腔ケアが月２ 回以上実施さ れている場合に算定でき るこ と と さ れている

が、 月途中から 介護保険施設に入所し た者について 、 入所月は月２ 回に満たない場合であっ て

も 算定でき るのか。

（ 答） 月途中から の入所であっ ても 、 月２ 回以上口腔ケアが実施さ れていない場合には算定でき な

い。（ 平成3 0年３ 月2 3日）

（ 問） 口腔衛生管理加算は、 歯科衛生士による口腔ケアが月２ 回以上実施さ れている場合に算定で

きるが、 同一日の午前と 午後それぞれ口腔ケアを行っ た場合は２ 回分の実施と するのか。

（ 答） 同一日の午前と 午後それぞれ口腔ケアを行っ た場合は、 １ 回分の実施と なる。（ 平成3 0年３ 月

2 3日）
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５ ） 口腔・ 栄養スク リ ーニング加算

対象サービス（ 通所介護） ： 通所介護、 認知症対応型通所介護、 通所リ ハビリ テーショ ン、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 看護小規模多機能型居宅介護、 地域密着型通所介護

対象サービス（ 居宅） 　 　 ： 小規模多機能型居宅介護、 認知症対応型共同生活介護、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 特定施設入所者生活介護、 地域密着型特定施設入所者生活介護

（ １ ） 口腔・ 栄養スク リ ーニング加算（ Ⅰ） 　 ＋20 単位／月

　 算定要件

１ 　 サービス利用開始時および利用中の６ か月ごと に、 利用者の口腔の健康状態と 栄養状態につ

いてスク リ ーニングを行い、 ケアマネージャ ーにその結果を情報提供し ているこ と 。

２ 　 算定日がある月が、 次の基準のどれにも 当てはまら ないこ と 。

・ 栄養アセスメ ント 加算を加算し ている

・ 利用者が栄養改善加算の算定のため栄養改善サービスを受けている間である

・ 栄養改善サービスが終了し た日がある月

・ 利用者が口腔機能向上加算の算定のため口腔機能向上サービスを受けている間である

・ 口腔機能向上サービスが終了し た日がある月

（ ２ ） 口腔・ 栄養スク リ ーニング加算（ Ⅱ） 　 ＋５ 単位／月

　 算定要件

１ 　 サービス利用開始時および利用中の６ ヵ 月ごと に、 利用者の口腔の健康状態か栄養状態につ

いてスク リ ーニングを行い、 ケアマネージャ ーにその結果を情報提供し ているこ と 。

２ 　 通所介護費等算定方法第一号、 第二号、 第六号、 第十一号、 第十六号及び第二十号に規定す

る基準のいずれにも 該当し ないこ と 。

３ 　 算定日がある月が、 栄養アセスメ ント 加算を算定し ている 、 利用者が栄養改善加算の算定の

ため口腔機能向上サービスを受けている間である 、 栄養改善サービスが終了し た日がある 、 の

いずれかに当てはまる。

４ 　 算定日のある月が、 利用者が口腔機能向上加算の算定のための口腔機能向上サービスを 受け

ている間、 口腔機能向上サービスが終了し た日があるのいずれかに当てはまる。

≪口腔・ 栄養スク リ ーニング加算に関するＱ ＆Ａ ≫

（ 問） 令和２ 年1 0月以降に栄養スク リ ーニング加算を算定し た事業所において、 令和３ 年４ 月に口

腔・ 栄養スク リ ーニング加算を算定できるか。

（ 答） 算定でき る。（ 令和３ 年３ 月2 6日）
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６ ） 栄養マネジメ ント 強化加算　 ＋1 1単位／日

○管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を 5 0（ 施設に常勤栄養士を １ 人以上配置し 、 給食管理

を行っ ている場合は7 0） で除し て得た数以上配置するこ と 。

○低栄養状態のリ スク が高い入所者に対し 、 医師、 管理栄養士、 看護師等が共同し て作成し た、

栄養ケア計画に従い、 食事の観察（ ミ ールラ ウンド ） を週３ 回以上行い、 入所者ごと の栄養状

態、 嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施するこ と 。

○低栄養状態のリ スク が低い入所者にも 、 食事の際に変化を把握し 、 問題がある場合は、 早期に

対応するこ と 。

○入所者ごと の栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し 、 継続的な栄養管理の実施に当たっ て、

当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を 活用し ているこ

と （ LIFEの活用）。

７ ） 経口移行加算　 ＋28 単位／日（ 入所者一人につき、 一入所一度のみ）

対象サービス： 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、 介護老人保健施設、 介護医療院

　 　 　 　 　 　 　 　 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

算定要件

１ 　 医師の指示に基づき 、 医師、 歯科医師、 管理栄養士、 看護師、 介護支援専門員その他の職種

の者が共同し て、 現に経管により 食事を摂取し ている入所者ごと に経口による食事の摂取を進

めるための経口移行計画を作成し ているこ と 。

２ 　 計画に従い、 医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は

看護職員による支援が行われた場合。

３ ２ の条件に合致する場合は、 計画が作成さ れた日から 起算し て1 8 0日以内の期間に限り 、 １ 日

につき所定単位数を加算する。

４ 　 経管栄養法から 経口栄養法への移行は、 場合によっ ては、 誤嚥性肺炎の危険も 生じ う るこ と

から 、 次の①～③について確認し た上で実施するこ と 。

①　 全身状態が安定し ているこ と (血圧、 呼吸、 体温が安定し ており 、 現疾患の病態が安定し て

いるこ と )。

②　 刺激し なく ても 覚醒を保っ ていら れるこ と 。

③　 嚥下反射が見ら れること (唾液嚥下や口腔、 咽頭への刺激による喉頭挙上が認めら れること )。

５ 　 歯科医療における対応を要する場合も 想定さ れるこ と から 、 必要に応じ て、 介護支援専門員

を通じ て主治の歯科医師への情報提供を実施するなどの適切な措置を講じ るこ と 。

※計画が作成さ れた日から 起算し て1 8 0日以内の期間に限り 、 １ 日につき 所定単位数を加算する。

計画が作成さ れた日から 起算し て1 8 0日を超えた期間に行われた場合であっ ても 、 医師の指示に

基づき 継続し て経口による食事の摂取を 進めるための栄養管理及び支援が必要と さ れるも のに
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対し ては、 引き続き当該加算を算定できる。

８ ） 経口維持加算

対象サービス： 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、 介護老人保健施設、 介護医療院

　 　 　 　 　 　 　 　 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

（ 1 ） 経口維持加算（ Ⅰ） 　 ＋4 00 単位／月　［ 要施設基準］

１ 　 現に経口で食事摂取する者で、 摂食機能障害を 有し 、 誤嚥が認めら れる入所者に対し 、 医

師又は歯科医師の指示で、 医師・ 歯科医師・ 管理栄養士・ 看護師・ 介護支援専門員その他職

種の者が共同し て、 入所者の栄養管理のための食事の観察および会議等を行う 。

２ 　 入所者ごと に、 経口による継続的な食事摂取を進めるための経口維持計画を作成。

３ 　 計画に従い医師又は、 歯科医師の指示（ 歯科医師が指示を行う 場合にあっ ては、 当該指示

を 受ける栄養管理士等が医師の指導を 受けている場合に限る） に基づき 管理栄養士または栄

養士が栄養管理を実施。

※月１ 回以上、 多職種が共同し て、 食事の観察及び会議等を行い、 入所者等が経口による継続

的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を 作成し 、 特別な管理を実施し た場合に算定。

療養食加算の併算定可。

（ 2 ） 経口維持加算（ Ⅱ） 　 ＋1 00 単位／月　 [経口維持加算（ Ⅰ） の加算]

当該施設が協力歯科医療機関を定めている場合であり 、 同加算（ Ⅰ） を算定し ていて、 入

所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に 、 医師（ 人

員基準に規定する医師を除く ）、 歯科医師、 歯科衛生士又は言語聴覚士のいずれか１ 名以上が

加わっ た場合

≪経口移行加算・ 経口維持加算に関するＱ ＆Ａ ≫

（ 問） 運営基準における栄養管理、 経口移行加算、 経口維持加算、 低栄養リ スク 改善加算の算定に

あたっ て歯科医師の関与や配置は必要か。

（ 答） 多職種共同で計画を立案する必要があるが、 歯科医師の関与及び配置は必須ではなく 、 必要

に応じ て行う も のである。（ 令和３ 年３ 月2 6日）

（ 問） 経口移行加算の算定に当たっ ては、 管理栄養士の配置は必須なのか。

（ 答） 本加算の算定要件と し ては管理栄養士の配置は必須ではないが、 栄養管理に係る減算に該当

する場合は、 算定し ない。（ 令和３ 年３ 月2 6日）

（ 問） 原則、 ６ 月以内に限ると する算定要件が廃止さ れたが、 ６ 月を 超えた場合の検査やおおむね

１ 月ごと の医師又は歯科医師の指示も 不要と なるか。
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（ 答） 原則、 ６ 月以内に限ると する算定要件の廃止に伴い、 ６ 月を超えた場合の水飲みテスト 、 頸

部聴診法、 造影撮影、 内視鏡検査等やおおむね１ 月ごと の医師又は歯科医師の指示に係る要件

は廃止と なっ たも のの、 月１ 回以上行う こ と と さ れている食事の観察及び会議等において 、 検

査や誤嚥防止のための食事の摂取を 進めるための特別な管理を行う 必要性について検討し 、 必

要に応じ て対応さ れたい。（ 令和３ 年３ 月2 6日）

（ 問） 経口維持加算の算定に当たっ ては、 管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。

（ 答） 本加算の算定要件と し ては管理栄養士や看護師の配置は必須ではないが、 栄養管理に係る減

算に該当する場合は、 算定し ない。（ 令和３ 年３ 月2 6日）

（ 問） 水飲みテスト と はどのよう なも のか。

（ 答） 経口維持加算は、 入所者の摂食・ 嚥下機能が医師の診断により 適切に評価さ れているこ と が

必要である。 代表的な水飲みテスト 法である窪田の方法（ 窪田俊夫他： 脳血管障害における麻

痺性嚥下障害－スク リ ーニン グテスト と その臨床応用について 。 総合リ ハ、 1 0 (2 ): 2 7 1 -2 7 6、

1 9 8 2） をお示し する。（ 令和３ 年３ 月2 6日）

（ 問） 栄養マネジメ ント 加算、 経口移行加算、 経口維持加算において共同し て取り 組む職種と し て

歯科医師が追加さ れたが、 当該加算にあたっ て歯科医師の関与や配置は必要か。

（ 答） 多職種共同で計画を立案する必要があるが、 歯科医師の関与及び配置は必須ではなく 、 必要

に応じ て行う も のである。（ 平成2 1年４ 月1 7日）

９ ） 通院時情報連携加算　 ＋50 単位／月

対象サービス： 居宅介護支援

算定要件

利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を 受けると き に介護支援専門員が同

席し 、 医師又は歯科医師等に対し て当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必

要な情報の提供を 行う と と も に、 医師又は歯科医師等から 当該利用者に関する必要な情報の提供

を受けた上で、 居宅サービス計画に記録し た場合は、 利用者１ 人につき １ 月に１ 回を限度と し て

所定単位数を加算する。
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